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一 。 ま じめに 一 

平成 1 3 年 i 同 6 日、 厚生労働省の 発足に伴い、 新しく厚生労働省文書管 

理規程が制定された。 これは、 従来、 厚生省文書管理規程並びに 労働省文書 

取扱規程及び 労働省文書保存規程として 定められていた 事項を厚生労働省の 

発足に伴って 改めただけではなく、 行政機関の保有する 情報の公開に 関する 

法律 ( 平成 1 1 年 法律第 4 2 号 ) 及び行政機関の 保有する情報の 公開に関す 

る法律施行令 ( 平成 i 2 年政令第 4 1 号 ) が平成 1 3 年 4 月 1 日から施行さ 

れることを踏まえ、 同法第 3 7 条第 2 項及び同会第 1 6 条の規定により 定め 

ることとされている 行政文書の管理に 関する定めに 対応するためのものでも 

あ る。 

このように、 厚生労働省文書管理規程の 位置付けが法令に 基づくものとな 

り 、 これまで以上にその 厳格な運用が 求められることとなったことから、 事 

務担当者の便宜に 資することを 目的として、 この「厚生労働省文書管理規程 

の手引」 を定めるものであ る。 

基本的には、 文書管理規程及び 本手引により、 事務遂行上の 必要事項は足 

り るものと考えているが、 今後の実際の 運用に従い、 随時、 文書管理規程及 

びこの手引は 改正されることが 予想されるので、 留意されたい。 また、 運用 

上のより細かな 点に関して、 疑問、 意見等あ れば、 その都度、 情報公開文書 

室の文書管理規程担当者にお 問い合わせ願いたい。 
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◆ 厚生労働省文書管理規程 ( 平成丁 3 年厚生労働省 訓 第 2 2 号。 以下「本 

規程」 という。 ) は、 厚生労働省における 文書の管理全般 ( 文書の接受及 

び配布、 決裁、 施行、 保存等 ) について定めることにより、 事務処理の適 

王化及び能率化を 図ることを目的とするものであ る。 

◆ また、 行政機関の保有する 情報の公開に 関する法律 ( 平成 1 丁年法律第 

4 2 号。 以下「情報公開法」 という。 ) 第 1 7 条及び行政機関の 保有する 

情報の公開に 関する法律施行令 ( 平成 i 2 年政令第 4 1 号 ) 第 1 6 条の規 

定により、 行政機関の長は、 行政文書の管理に 関する定めを 定めることと 

されており、 それに対応するものでもあ る。 

[ 関係法令等 ) 

① 行政機関の保有する 情報の公開に 関する法律 

② 行政機関の保有する 情報の公開に 関する法律施行令 

③ 行政文書の管理方策に 関するガイドラインについて ( 平成丁 2 年 2 月 

2 5 日各省庁事務連絡会議申合せ。 以下「ガイドライン」 という。 ) 

④ 厚生労働省文書管理規程 ( 抄 ) ( 別紙工 ) 

⑤ 厚生労働省文書管理規程第 2 条第 2 項に規定する 厚生労働省組織規則の 

規定により本省に 置かれる室であ って大臣官房総務課長が 定めるものにつ 

いて ( 平成 1 3 年 1 月 1 2 日付け終発第 8 号大臣官房総務課長通知。 以下 

「文書管理規程の 規定に基づき 室を定める通知」 という。 ) ( 別紙 2) 
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( 本規程の適用範囲か ( 第二条関係 ) 

◆ 情報公開法上、 厚生労働省本省と 外局であ る社会保険庁及び 中央労働委 

「 ァ ・雑則関係」参照。 ) のみに適用があ る。 員 会は別の行政機関とされているため、 本規程は、 本省 づ （ を ， 内 ： 部イ 排 吾卸 " 駈り Ⅰ 限 る 
    

( 文書管理の単位 ) ( 第 2 条関係 )     
◆ガイドライン 第 6 により、 文書管理の単位は 課等とすることとされて 、 み鞍 て --. Ⅰ     

るが、 本規程においては、 「 課 」の定義に、 厚生労働省組織令 ( 平成 1 2 

年政令第 2 5 2 号 ) の規定により 本省に置かれる 課及び事に。 文書管理規 

程の規定に基づき 室を定める通知により 定められた省令室を 加えることと 

した。 これにより定められた 室は、 当該 塞 が属する課とは 独立して本規程 

の 適用を受けることとなる ( 単独で、 収受文書台帳 及び発議文書台帳 への 
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記載等を行い、 当該 室 の是等の名で 施行する公文書の 発 簡 番号を管理する 

等の必要があ る。 ) が 、 文書管理規程の 規定に基づき 室を定める通知によ 

り定められる 室の基準は、 原則として以下のとおりであ る。 

① 厚生労働省組織規則 ( 平成 1 3 年厚生労働省令 第 1 号 ) の規定により 

本省に置かれる 室であ ること。 

② 当該室の業務が 本課の業務と 比較して独立性が 高いこと   

③ 当該 室が 属する課とは 独立した執務室 ( 書庫を含む。 ) が一定のスペ 

ース以上確保されていること。 

④ 当該 室が 属する課とは 独立した専属の 職員が一定数以上配置されてい 

ること。 

              "@"" 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ⅹ 公文書の発 簡は ついては、 厚生労働省文書決裁規程 ( 平成 1 3 年厚生 男 

働省訓 第 2 1 号。 以下「文書決裁規程」 という。 ) の 規定により定められ 

ており、 省令室の長については、 厚生労働省文書決裁規程第 2 条第 2 項に 

規定する厚生労働省組織規則の 規定により本省に 置かれる室であ って 別 @ こ 

大臣官房総務課長が 定めるものについて ( 平成 1 3 年 1 月 1 2 日付け終発 

第 6 号大臣官房総務課長通知。 以下「文書決裁規程の 規程に基づき 室を定 

める通知」 という。 ) により定められたものに 限り、 公文書の発 簡 ができ 

ることとなる。 文書管理規程の 規定に基づき 室を定める通知と 文書決裁 規   
                                                                        範画は 、 一挺 すし 虹二 " 致する ふめ -% 廣 お - 『 

- 土エ 囲 ふ - 室長等については、 滴 " 方 @" 通 " 知モ 定 められることに ょ り、 始めて、 

当該室長等の 名で発 簡 番号を付して 公文書を発 簡 できることとなるため、 

その範囲は一致する 場合が多い。 ( 平成 工 3 年 5 月現在、 両方の通知の 範   
Ⅰ 巴だ 牽そ - Ⅰ ニ 致している。   )   
Ⅹ 組織再編等に 伴い、 文書管理規程の 規定に基づき 室を定める通知を 改正 

する必要があ る場合は、 その都度、 情報公開文書室の 文書管理規程担当者 

に申し出ること。 その場合は、 文書決裁規程の 規定に基づき 室を定める通 

知についても 改正の可否を 検討し、 改正の必要があ る場合は 、 併せて官房 総務課法令審査担当係の 文書決裁規程担当者にも 忘れずに申し 出るこ と 

( 原本と写しの 医方 l@  ( 第 4 条関係 ) 

◆ 文書について 原本とその写しが 存在する場合、 原本が行政文書に 該当す 

る 場合は、 養蚕 亜且笘ノ と % 上パレし個人 使書 セ一して - 保存すほ - 場合 丘 除き ) 行 

政文書に該当することとなるが、 ガイドライン 第 3 に ょ り、 写しについて 

は、 その原本の管理状況と 異なる管理 ( 原本より短 い 保存期間基準の 適用 

等 ) を行 う ことは可能とされているところであ り、 本規程第 3 9 条にもそ 
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の 貴明記しているところであ る。 このことからも、 通常は、 写しについて 

は、 その原本とは 異なる管理をすることが 考えられるため、 原本と写しの 

区別を明確にすることが 必要であ る。 実際の区別の 方法については、 「行 

政文書における 作成 係 、 保存期間等の 明記について」 ( 平成 1 3 年 3 月 ェ 

日付け 総情 登第 1 号 大臣官房総務課情報公開文書室長通知 ) ( 別紙 3 ) を 

参考にすること。 

米 行政文書であ る写しの保存期間については、 原本と同期間か 、 又は原本 

よりも短い期間であ ることが原則であ る。 そのため、 写しを行政文書とし 

て保存している 場合は、 当該写しの保存期間が 満了した時点で、 原本の保 

存 状況を確認するものとする。 写しの当初の 保存期間が原本より 短い場合 

は、 必要に応じて 原本の残りの 保存期間と同期間内に 限り、 当該写しの保 

存期間を延長することが 可能であ る。 写しの保存期間が 満了する時点が 原 

本と同じであ る場合は、 原本の保存期間が 延長される場合に 限り、 当該 写 

しほ ついても原本の 延長期間内の 延長は可能であ る。 当該原本が廃棄され 

る場合は、 原則として当該写しについても 廃棄することとする。 原本を保 

存している係にあ っては、 当該原本を廃棄する 場合に確実にその 写しにつ 

いても廃棄する 必要があ る場合は 、 当該写しを配布したところにその 冨岡 

知するものとする。 

( 文書管理体制 ) / 第 5 条から第 8 条まで関係 ) ◆ 厚生労働省における 文書管理体制は 以下のとおりであ る 

官房長 ( 総括文書管理者 )  目 大臣官房総務課長㈲ 総 、 構文書管理者Ⅱ   
  目 総括文書管理担 当 者   

1  総括課長 ( 主任文書管理者 )  1  目 。 ． --------------------------. --------------------------. 主任 任 文書管理担当者 : 

  

課長 ( 文書管理者 ) テ           文書管理担当者         : 

Ⅹ 女童管理担当者等の 一覧は   別紙 4  のとおりであ り   原則   各課の庶務 

担当係長等であ る。 

( 行政文書ファイル 管理 簿 ) ( 第 1 0 条関係 ) 

◆ 行政文書ファイル 管理簿の取扱要領については、 「行政文書ファイル 管 

理システム操作説明書」に 定めるところによる。 なお、 組織再編等があ っ 

た場合の行政文書等の 取扱いについては、 「組織再編に 伴 う 行政文書の移 管は ついて」 (SiJ 紙 5 ) を参照するこ と 
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( 文書の接受》 ( 第 1 1 条及び第 1 2 条関係 ) 

◆ 文書の接受は、 原則、 大臣官房総務課情報公開文書室公文典 ( 以下「公 

文 班 」 という。 ) において行うこととしているが、 その例外としては、 法 

全協議、 地方公共団体及び 各種団体からの 陳情書 等 、 直接主管 課 に届けら 

れるものを想定している。 この場合においては、 当該文書は直接差出人か 

ら担当者へ手渡されるものであ るため、 収受印の押印及び 収受文書台帳 へ 

の 記載を要しないものとする。 ただし、 情報公開法に 基づく以下の 文書に 

ついては、 情報公開法に 基づく文書という 観点から一元的に 管理する必要 

があ るため ( 「情報公開事務処理の 手引」 を参照人主管 課 に直接届ける 

れた場合であ っても、 原則、 いったん大臣官房総務課情報公開文書室公開 

第 1 係に差し戻すものとする。 

① 行政文書開示請求書 ( 「情報公開事務処理の 手引」の標準様式第 1 号 ) 

② 開示請求に係る 事案の移送について ( 同 第 6 号 ) 

③ 行政文書の開示に 関する意見書 ( 同 第 1 0 号 ) 

④ 行政文書の開示の 実施方法等 申 出書 ( 同 第 1 2 号 ) 

⑤ 行政文書の更なる 開示の申出書 ( 同 第 1 4 号 ) 

⑥ 開示請求手数料の 減額 ( 免除 ) に係る申請書 ( 同篇 1 5 号 ) 

⑦ 情報公開審査会への 諮問に対する 答申書 等 

◆ 特殊取扱郵便及び 使送 優に ついては、 それぞれの受付簿への 記載及び受 
領者の押印等を 受けるほかは、 通常の文書と 同様の取扱いとする。 

( 文書の配布 ) ( 第 1 4 条から第 1 6 条まで関係 ) 

◆ 文書の配布の プ ロ一図 は ついては、 別紙 6 のとおり。 

◆ 本規程においては、 局及び部の筆頭課を 総括 課 として位置付けているが、 

公文班からの 文書の受領については、 局に置かれる 部は、 これまで部単独 

で 行っていなかったこと 等を勘案し、 今後も、 それぞれの間の 総括 課 にお 

いて局及び部に 係る文書を一括して 受領し、 その後、 部に係 る 文書をまと 

めて局の総括課から 部の総括 課へ 渡すことも 可 とする。 

◆ 接受した文書については、 そのあ て名により区分して 管理することとし 

ている。 すな む ち、 省及び大臣等 ( 実行上、 総括審議官 ( 総括 ) を含む。 ) 

あ ての文書については 公文 班 、 部局及び部局長あ ての文書については 当該 

部局の総括 課 、 課及び課長あ ての文書については 当該 課 において収受印の 

押印及び収受文書台帳 への 必 、 要事項の記載を 行うこととなる。 ・なお、 本規 

程に基づき管理の 対象となる文書は 封書かつ公文書等であ り、 葉書又は私 

信 等については、 想定していない。 
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◆ 地方公共団体等からの 文書については、 封書のあ て名が課長等であ るた 

め、 あ て名に従い担当課において 開封したところ、 封書のなかの 文書のあ 

て名が大臣等の 場合であ ることが考えられるが、 この場合については、 な 

かの文書のあ て名が大臣等であ っても公文理に 差し戻すことはせずに、 封 

書 のあ て名に従い、 当該 課 において 収 受 印の押印及び 収受文書台帳 へ必要 

事項の記載を 行うこととする。 その際、 収受文書台帳 の受信者の欄には 大 

巨 等の名を記載するものとする。 

◆ 情報公開法に 基づく以下の 文書については、 情報公開法に 基づく文書と 

いう観点から 一元的に管理する 必要があ るため ( 「情報公開事務処理の 手 

引 」 を参照八本規程に 基づく収受印の 押印及び収受文書台帳 への記載を 

要しないものとする。 

① 行政文書開示請求書 ( 「情報公開事務処理の 手引」の標準様式 第 1 号 ) 

② 開示請求に係る 事案の移送について ( 同 第 6 号 ) 

③ 行政文書の開示に 関する意見書 ( 同 第 1 0 号 ) 

④ 行政文書の開示の 実施方法等 申 出書 ( 同第 1 2 号 ) 

⑤ 行政文書の更なる 開示の中出書 ( 国策 1 4 号 ) 

⑥ 開示請求手数料の 減額 ( 免除 ) に係る申請書 ( 同 第 1 5 号 ) 

⑦ 情報公開審査会への 諮問に対する 答申書 等 

◆ 収受文書台帳 及び配布文書台帳 の件名の欄には、 収受文書及び 配布文書 
の件名のほか、 当該文書に番号、 日付等が付されている 場合には、 当該番 

号、 日付等も併せて 記載することとする。 ただし、 件名が長い等の 場合に 

おいては、 当該件名の欄には、 当該番号、 日付等のみ記載することも 可と 

する。 

◆ 課 収受印の主管課の 名称及び主管課の 略字については、 別紙 7 のとおり。 

( 誤配文書の取扱い ) ( 第 2 0 条関係 ) 

◆ 主管部局又は 主管課を間違えた 文書については、 大臣官房総務課又は 総 

括 課 に回付した上で、 押印した収受印及び 記載した収受文書台帳 等の必要 

な修正を行い、 正しい主管部局又は 主管 課へ 配布するものとする。 

◆ 情報公開法に 基づく上記①～⑦の 文書については、 情報公開法に 基づく 

文書という観点から 一元的に管理する 必要があ るため ( 「情報公開事務処 

理の手引」 を参照 八 あ て先が主管 課等 のため主管 課 等で開封した 場合で 

あ っても、 原則、 いったん大臣官房総務課情報公開文書室公開第 1 係に差 

し戻すものとする。 
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( 決裁 文 圭の起案 )  ( 第 2  1  条関係 ) 

◆ 起案用紙への 記載に当たっての 留意事項は、 以下のとおり。 記載の具体 

例 は ついては、 別紙 8 を参照。 また、 その他決裁関係の 留意事項について 

は、 文書決裁規程の 手引を参照。 

① 「起案」の欄には 起案した年月日を、 「決裁」の欄には 決裁が終了し 

・ た 年月日を起案者が 記載するものとする。 

② 「公印」の欄には、 公印管理担当者 ( 実際に公印の 管理を担当してい 

る者等 という。 以下同じ。 ) が 公印を押印した 年月日を記載し、 押印等 

を行 う ものとする。 

③ 「施行上の注意」の 欄には、 例えば、 閣議議議のためのものであ れば 

「閣議議議」 と、 官報に掲載するものであ れば「官報掲載」 と記載する 

ものとする。 

④ 副 大臣又は大臣政務官の 決裁を要するときは、 副 大臣及び大臣政務官 

はそれぞれ 2 名いるため、 起案用紙の 「 副 大臣」及び「大臣政務官」 の 

前にそれぞれ 名前を記載するものとする。 

⑤ 副 大臣又は大臣政務官については、 案件によって 決裁を受けるべき 人 

が異なってくるため、 2 名いる副大臣又は 大臣政務官のうち、 1 名のみ 

決裁を受けるときは、 それぞれ左の 欄に名前を記載して 決裁を受けるも 

のとする。 2 名とも決裁を 受ける必要があ るときは、 副大臣については 

大臣の職務代行順序、 大臣政務官については 衆参の違い等により、 副大 

臣又は大臣政務官の 交替の都度、 記載すべき、 及び決裁を受けるべき 順 

序 が決まるので、 注意すること。 

⑥ 各部局の決裁権 者の欄は 、 上から、 局長 づ 審議官 ( 部長 ) づ 起案課長 

づ 総括課長の順に 設けるものとする。 合議が必要な 課長があ れば、 総括 

課長の下に建制 順 に当該課長の 欄を設けるものとする。 

⑦ 大臣官房において 決裁を要するときは、 各部局の決裁権 者の下に「 ( 大 

臣官房 ) 」 と記載し、 その下に「総括審議官」の 欄を設け ( 官房長の決 

裁を要する事項については、 文書決裁規程上、 原則大臣官房総務課長の 

決裁を経る必要があ り、 また、 実行上、 すべて総括審議官 ( 総括 ) の決 

裁を経る必要があ る。 官房長以上の 決裁が必要かどうかは、 専決区分に 

よるほか、 大臣官房総務課の 法令審査担当係の 判断で決まることとな 

る 。 八 さらにその下に 必要な官房課長の 欄を設けるものとする。 複数 

の官房課長の 決裁を受ける 必要があ る場合は、 建制 順 にその欄を設ける 

ものとする。 この場合において、 大臣官房人事課長、 大臣官房総務課長 

又は大臣官房会計課長の 決裁を受ける 必要があ る場合は、 当該課長の欄 

の下に、 それぞれ「参事官」の 欄を設けるものとする。 

⑧ 官房長以上の 決裁については、 起案用紙上、 専用の欄を設けてあ るが、 
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官房長以上の 決裁を必、 要としない場合にあ っては、 当該専用の欄 ( 総括 

審議官 ( 総括 ) の欄を設けた 場合は、 当該欄を含む。 ) に斜線を引くも 

のとする。 ただし、 大臣官房総務課長の 決裁が必要な 事項については、 

大臣官房総務課の 法令審査担当において 専決区分等を 踏まえ、 斜線を引 

くこととなるので、 起案者において 引くことのないように 注意すること。 

⑨ すべての決裁権 者を記載した 下に「 ( 起案理由 ) 」を記載するものと 

する。 
⑩ 起案用紙の表にすべての 決裁権 者及び起案理由が 記載できない 場合 

は、 起案用紙の裏 に引き続き記載するものとする。 

⑪ 「保存期間」の 欄は、 本規程別表第 2 の行政文書保存期間基準 表 ( 以 

下 「保存期間基準 表 」 という。 ) に照らして該当する 保存期間を記載す 

るものとする。 「その他 ( ) 」 の欄は、 本規程第 6 9 条の規定に従 

い、 本規程以外の 他の法令により 保存期間基準 表に 規定する保存期間以 

外の保存期間が 定められている 場合を想定したものであ る。 

⑫ 「大臣官房総務課引網」の 欄には、 本規程第 4 3 条の規定により、 当 

該決裁文書の 保存期間が 5 年を超える場合で、 当該決裁文書が 完結した 

日が属する年度の 翌年度の初日から 起算して 5 年後の年を記載するもの 

とする。 

◆ 二 以上の起案を 一括して行 う 場合は 、 例えば、 1 件の大臣の許認可等に 

伴い、 併せて部局長通知を 発出する必要があ る場合等であ る。 

Ⅰ 倹礒ム ( 第 2 2 条関係 ) 

◆ 別途決裁を行 う 場合の起案用紙には、 それぞれ起案理由の 下に「 00 局 

において別途決裁中であ る。 ( なお、 大臣官房決裁については、 00 局に 

おいて行 う 。 ) 」 等 記載するものとする。 

◆ 別途決裁ができるのは、 他部局に合議が 必要な場合のみであ り、 同じ部 

局内の他の課に 合議が必、 要な場合は、 同一の起案用紙で 決裁を回すものと 

する。 

◆ 合議が必、 要な他の部局と 事前に意見の 調整をして合議を 省略することが 

できるのは、 軽微な案件のほか、 全部局等多くの 部局に関係する 案件の場 

合であ り、 このような場合は、 起案用紙の起案理由の 下に「 00 局 とは 事 

前に意見調整 済 であ る。 」等記載するものとする。 

( 文書の発議 vk iff { 第 2 8 条関係 ) 

◆ 誤発議印の主管課の 名称及び主管課の 略字については、 別紙 7 の とお     

◆ 文書を発議する 際は、 すべて「 発 」により行 う ものとする。 これまで、 

公文協議への 回答、 補助金の申請に 対する決定等、 一部、 発議する場合で 

あ っても 「 収 」を用いていた 場合があ るが、 今後はすべて「 発 」で統一す 
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ることとしたので、 注意すること ( 「 収 」 は収受した文書にのみ 使用。     

" アソタ / ヰソヰ " タソ面ソヲッアソきソ 丑ソタソ邱ッ 且 / ヰ " 毎ソ Ⅰ ソヰソ耳ッヰ Ⅱ 
/ 喪 / 轟ソタ / 丼ノ アソップ 四ソ俺 " 軒 グアノ ブソ打 "" Ⅰ 笘ツーノ P ノア / ヤ / 毎 Ⅱ 

0 文書の発送 ) ( 第 2 9 条から第 3 1 条まで関係 ) 

◆ 公文 班 以外において 文書を発送する 場合は 、 例えば、 時間的に余裕がな 

く 、 勤務時間外に、 直接、 主管 課 において郵便局に 持ち込む場合、 本省内 

部部局に対する 通知等を起案課から 発送する場合等が 考えられる。 この場 

合 においても、 発送文書台帳 への記載は怠らないこと。 ただし、 当然、 公 

文 班の検印は必要ない。 

◆ 公印を押印する 場合は、 公印を押印するための 浄書文書とともに 決裁 済 

文書を公印管理担当者のところへ 持参し、 決裁 済 文書の起案用紙の「公印」 

の欄に年月日を 記載してもらい、 公印管理担当者の 押印等を受けるものと 

する。 

◆ 文書の発送に 当たって、 発送文書台帳 への記載を要するのは、 決裁終了 

後、 公印及び契印を 押印して ( 省略する場合も 含む。 ) 発送する文書のみ 

であ る   

◆ 情報公開法に 基づく以下の 文書については、 情報公開法に 基づく文書と 

いう観点から 一元的に管理する 必要があ るため ( 「情報公開事務処理の 手 

引 」 を参照八発送文書台帳 への記載等を 要しない。 

① 行政文書開示請求書の 補正について ( 「情報公開事務処理の 手引」の 

標準様式第 1 号の 2 ) 

② 行政文書開示決定通知書 ( 同 第 2 号 ) 

③ 行政文書不開示決定通知書 ( 同 第 3 号 ) 

④ 開示決定等の 期限の延長について ( 同 第 4 号 ) 

⑤ 開示決定等の 期限の特例規定の 適用について ( 同 第 5 号 ) 

⑥ 開示請求に係る 事案の移送について ( 同 第 6 号及び第 7 号 ) 

⑦ 行政文書の開示に 関する意見について ( 同 第 8 号及び第 9 号 ) 

⑧ 第三者情報が 記録されている 行政文書の開示決定について ( 同篇 1 1 

号 ) 

⑨ 開示実施手数料の 減額 ( 免除 ) 申請に係る処分決定通知書 ( 同筆 1 6 

口 ) 

⑩ 開示実施手数料の 減額 ( 免除 ) について ( 同 第 1 6 号の 2) 

⑪ 情報公開審査会への 諮問 書 ( 同 第 i 7 号 ) 

⑫ 情報公開審査会への 諮問について ( 同篇 1 8 号 )  等 

◆ 複数の部局長等が 連名で行 う 通知等のように 施行の主体が 複数あ る場合 
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は 、 それぞれの 発簡 番号を施行する 当該通知等に 併記するものとす       

く 訓令番号 ) ( 第 3 4 条及び第 3 5 条関係 ) 

◆ 官報に掲載する 訓令の訓令番号は「厚生労働省訓令 弟 0 号 」であ るが、 

官報に掲載しない 訓令の訓令番号はこれと 区別するため「厚生労働省計策 

0 号 」 とする。 

ソ肝ソ篆 グアノ ヰ :" 田 / 跨 :" イ ;" 亜ット "" 睡ソ苗 "" ワ @" 田 ": ヲ /" ヰ @" ア ;, 坤な 
/ 且 """ 坤 / 接ソ田ソヰ / 。 ヲ "" 田 … 眩ツー "" キ / 拝ッヰ グアノー ;" 出 ": タ " フ " 4 

( 行政文書ファイルの 保存場所 ) ( 第 4 2 条関係 ) 

◆ 大臣官房総務課の 文書庫に立ち 入ることを要する 場合は、 公文 班 記録 係 

に 申し出ること。 

( 保存ファイルの 引継ぎ ) ( 第 4 3 条関係 ) 

◆ 保存期間が 5 年を超える文書で、 完結後 5 年を経過したものは、 その時 

点で業務上必要とする 場合であ っても、 必ず大臣官房総務課に 引き継ぎ、 

貸出の手続により 対応するものとする。 
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( 第 4 7" 叙 " 埼 " 町石 傑 " 及ぢ 。 第ト 1 条関   
書 ファイルについては、 ①延長保存、 

③国立公文書館への 移管のいずれかの 措置を講ずるものとし、 いずれも 当 

該 行政文書ファイルの 保存期間満了日の 属する年度の 翌年度の 5 月末日ま 

  -."""" 。 """'" 一 ""  。 w  一 。 """"" 一 "" 。 '""""""" 。 "   でに所要の手続を 終了すゑ ふ凹ぷ - す る                   立 ◆ 国 公文書館への 移管については、 以下の閣議決定等に 基づいて 行 フ @ 

ととなり、 その手続については、 公文 班 記録 係 において一括して 行 う もの 

とする。 
① 「歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置に 

ついて」 ( 平成 1 3 年 3 月 3 0 日閣議決定 ) (5 Ⅱ 紙 9 ) 

② 「歴史貸料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置に 

ついて」 ( 平成丁 3 年 3 月 3 0 日 各府 省庁官房長申合せ ) ( 別紙 10) 

③ 「歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置に 

ついて」 ( 平成 i 3 年 3 月 3 0 日番 府 省庁文書課長等申合せ ) ( 別紙 11) 
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3 条の 2 及び別表 (BiJ 紙 I2) 

② 「公文書等の 公開制限及びその 解除について」 ( 平成 i 2 年 9 月 2 6 

務 課長決裁 ) ( 別紙 13)     て 、 複数回の延長保存は 認められるが、 Ⅱ エ 

-"--"" """" 一 "" 。 " ""-"             
ぅ ことにより結果として 5 年を超えて保存することになったものについて は 、 大臣官房総務課への 引継ぎを要しないものとす る 

( 保存期間経過双の 廃棄 ) i// ( 第 4 9 条 ) 

◆ 保存期間経過双廃棄行政文書ファイル 台帳 の「廃棄確認、 印」の欄には、 

該当する行政文書ファイルを 廃棄後、 主管課長本人が 押印等を行 う ものと 

する。 

( 貸出手続 ) ( 第 5 2 条関係 ) 

◆ 総務課保存ファイルの 貸出を受けようとする 者 ( 大臣官房総務課の 職員 

も 含む。 ) は 、 公文 班 記録 係 に申し出るものとする。 

◆ 総務課保存ファイル 貸出台帳 について、 「貸出行政文書ファイル 名」の 

欄 には、 当該行政文書ファイル 名のほか、 引継元の主管課の 名称を記載す 

るものとし、 「担当者 印 」の欄には、 公文 班 記録 係 が貸出の際に 左側の欄 に 、 返却の際に右側の 欄に押印等を 行 う ものとす る 

◆ 主管 課 保存ファイルの 貸出手続は、 当該主管課の 職員以外の職員に 対す 

る 貸出の際に要するものとする。 
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く 施設等機関及び 地方支分部局の 取扱い ) ( 第 6 7 条関係 ) 

◆ 施設等機関及び 地方支分部局については、 本省内部部局と 組織の規模、 

業務の運営実態等が 異なることから、 ガイドライン 第 7 にもあ るとおり、 

実情に照らして、 それぞれの長が 本規程に準じて 定めるものとする。 この 

場合において、 大臣官房総務課長への 協議は、 本規程に準ずることを 担保 

するためのものであ るので、 清 報公開文書室の 文書管理規程担当者への 実 

ゃふ 



質 上の協議をもって 足りることとする。 
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厚生労働省 訓 第 2 1 号 

厚生労働省文書管理規程を 次のように定める   

平成 1 3 年 1 月 6 日 

平成 1 3 年 3 月 2 6 日一部改正 

厚生労働省文書管理規程 ( 抄 ) 

目次 

第 1 章 総則 ( 第 1 条一策 1 0 条 ) 

第 2 章 文書の接受及び 配布 ( 第 1 1 条 一 第 2 0 条 ) 

第 3 章 文書の決裁 ( 第 2 1 条 一 第 2 8 条 ) 

第 4 章 文書の施行 ( 第 2 9 条 一 第 3 6 条 ) 

第 5 章 行政文書の保存 ( 第 3 7 条 一 第 5 4 条 ) 

( 矧 J 組 い 

( 本省内部部局 ) 

厚生労働大臣 坂ロ 力 

第 6 章 秘密文書の取扱い ( 第 5 5 条 一 第 6 3 条 ) 

第 7 章 雑則 ( 第 6 4 条 一 7 1 条 ) 

附則 

第 1 章 総則 

( 目的 ) 

第二条 この訓令は、 事務処理の適正化及び 能率化を図るとともに、 行政機関の保有する 

情報の公開に 関する法律 ( 平成 工 1 年 法律第 4 2 号。 以下「 法 」という。 ) 及び行政機 

関の保有する 情報の公開に 関する法律 ( 平成 1 2 年政令第 4 1 号 ) の適正かつ円滑な 運 

用に資するため、 厚生労働省 ( 内部部局に限る。 以下同じ。 ) における文書 ( 図画及び 

電磁的記録 ( 電子的方式、 磁気的方式その 他人の知覚によっては 認識することができな 

い 方式で作られた 記録をい う 。 以下同じ。 ) を 含む。 以下同じ。 ) 0 管理について 必要 

な事項を定めることを 目的とする。 

( 定義 ) 条 第 2 の訓令において「部局」とは、 厚生労働省組織令 ( 平成 1 2 年政令第 2 5 2 号 

  の 規定により本省に 置かれる局及び 部をいい、 「部局長」とは、 これらの長をい う 。 

2  この訓令において「 課 」とは、 厚生労働省組織令の 規定により本省に 置かれる課及び 
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室 並びに厚生労働省組織規則 ( 平成 1 3 年厚生労働省令弟 1 号 ) の規定により 本省に置 

かれる室であ って、 大臣官房総務課長 ( 以下「総務課長」という。 ) が定めるものをい 「課長」 とは、 これらの長をい う 

3  この訓令において「官房 課 」とは、 大臣官房人事課、 大臣官房総務課 ( 以下「総務課 」 と レ Ⅱ つ @ 大臣官房会計謀、 大臣官房地方課、 大臣官房国際課及び 大臣官房厚生 科 

学課をいい、 「官房課長」 とは、 これらの長をい つ ノ @ 

4  この訓令において「総括 課 」とは、 大臣官房統計情報部企画課、 医政局総務課、 健康 

局 総務課、 健康 同 国立病院部企画課、 医薬局総務課、 医薬局食品保健部企画課、 労働基 

準 局総務課、 労働基準局安全衛生部計画課、 労働基準局労災補償部労災管理課、 労働基 

準局勤労者生活部企画課、 職業安定局総務課、 職業安定局高齢・ 障害者雇用対策部企画 

課、 職業能力開発局総務課、 雇用均等・児童家庭肩総務課、 社会・援護局総務課、 社会 

  援護局障害保健福祉部企画課、 老健局総務課、 保険 局 総務課及び年金局総務課を v@ い 

「総括課長」 とは、 これらの長をい つ @ 

5  政策統括官はその 分掌する事務について 局及び局長とみなし、 厚生労働省組織令第 1 

3 1 条第 2 項に規定する 参事官 ( 以下「参事官」という。 ) 及び同条第 3 項に規定する 

政策評価 官 ( 以下「政策評価 官 」という。 ) を課及び課長とみなし、 参事官のうち 一人 

を 総括課及び総括課長とみなす。 

6  この訓令において「主管 課 」 とは、 文書に係る案件を 所管する課をいい、 「主管課長 

」 とは、 その長をい う 。 

7  この訓令において「主管部局」 とは、 主管課の属する 部局 ( 主管 課が 官房課の場合は 

、 当該官房 課 ) をいう。 

8  この訓令において「行政文書」 とは、 厚生労働省の 職員が職務上作成し、 又は取得し 

た文書であ って、 厚生労働省の 職員が組織的に 用いるものとして、 厚生労働省が 保有し 

ているもの ( 官報、 白書、 新聞、 雑誌、 書籍その他不特定多数の 者に販売することを 目 

的して発行されるものを 除く。 ) をい う 。 

9  この訓令において「行政文書ファイル」 とは、 能率的な事務又は 事業の処理及び 行政 

文書の適切な 保存の目的を 達成するためにまとめられた、 相互に密接な 関連を有する 行 

政 文書 ( 保存期間が 1 午 以上のものであ って、 当該保存期間を 同じくすることが 適当で 

あ るものに限る。 ) の集合物をい う 。 

10  この訓令において「行政文書ファイル 管理 簿 」 とは、 行政文書ファイル 及び行政文書 
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( 単独で管理することが 適当なものであ って、 保存期間が 1 年 以上のものに 限る。 ) の 

管理を適切に 行うため、 これらの名称その 他の必要な事項 ( 法 第 5 条各号に規定する 不 

開示情報 ( 以下「不開示情報」 という。 ) に該当するものを 除く。 ) を 記載した帳 簿を 

い，ヮ 。 

11  この訓令において 「行政文書分類基準 表 」 とは、 行政文書の適切な 保存のため、 厚生 

労働省の事務及び 事業の性質、 内容等に応じた 系統的な行政文書の 分類の基準であ って 

、 大分類、 中分類及び小分類の 3 段階の構造を 基本とした行政文書分類基準の 小分類の 

下に行政文書ファイルを 類型化した標準行政文書ファイルの 名称その他必要な 事項を記 

裁 した表をいろ。 

12  この訓令において「決裁文書」 とは、 厚生労働省の 意思決定の権 限を有する者が 押印 

  署名又はこれらに 類する行為 ( 以下「押印等」 という。 ) を行うことにより、 その内 

容を厚生労働省の 意思として決定し 、 又は確認した 行政文書をい う 。 

( 文書作成の原則 ) 

第 3 条 厚生労働省の 意思決定に当たっては、 文書を作成して 行 う こと並びに厚生労働省 

の事務及び事業の 実績について 文書を作成することを 原則とする。 ただし、 次に掲げる 

場合については、 この限りでない。 

(1)  緊急の処理を 要する場合その 他意思決定と 同時に文書を 作成することが 困難であ 

る場合 

(2)  処理に係る案件が 軽微なものであ る場合 

2  前項ただし善策 1 号に該当し、 文書以外の方法によって 事務を処理した 場合にあ っ 

ては、 事後に文書を 作成し事務の 処理の状況を 記録しておくものとする。 

( 文書取扱いの 原則 ) 

第 4 条 文書は、 確実かっ迅速に 処理し、 かっ 、 常にその所在並びに 処理の経過及び 状況 

を明らかにしておかなければならない。 

2  文書は、 原則として、 口語体とし、 かつ、 できる限り簡潔で 平易なものとしなければ 

ならない。 

3  文書は、 左横書きとする。 ただし、 法令その他特に 必要と認められるものについては 

  この限りでない。 

4  文書は、 原本と写しとの 区別を明確にしなければならない。 

( 文書管理事務 ) 
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第 5 条 官房長は、 厚生労働省における 総括文書管理者として、 文書の管理に 関する規程 

類の整備、 行政文書分類基準表及び 行政文書ファイル 管理庫の整備、 文書の管理に 関す 

る 事務の指導監督、 研修等の実施その 他の厚生労働省における 文書の管理に 関する事務 を 総括するものとす の @ 

2  官房長は、 前項に規定する 事務を総務課長に 行わせることができる。 

第 6 条 総務課長は、 厚生労働省における 副総括文書管理者として、 接受した文書の 配布 

その他のこの 訓令に規定する 事務を処理し、 厚生労働省における 文書の管理に 関して 官 

房 長を補佐するものとする。 

2  総務課長は、 総務課の職員のうちから 総括文書管理担当者を 指名し、 この訓令により 

処理することとされた 文書の管理に 関する事務を 行わせることができる。 

第 7 条 総括課長は、 厚生労働省における 主任文書管理者として、 主管課への文書の 配布 

その他のこの 訓令に規定する 事務を処理し、 部局における 文書の管理に 関する事務を 総 

括するものとする。 

2  総括課長は、 当該総括課の 職員のうちから 主任文書管理担当者を 指名し、 この訓令に 

より処理することとされた 文書の管理に 関する事務を 行わせることができる。 

第 8 条 課長は、 厚生労働省における 文書管理者として、 課としての行政文書分類基準 表 

及び行政文書ファイル 管理簿の作成、 課の保有する 行政文書の保存期間の 延長、 国立公 

文書館への移管又は 廃棄、 課における文書の 整理及び保存その 他のこの訓令に 規定する 

事務を処理し、 課における文書の 管理に関する 事務を掌理するものとする。 

2  課長は、 当該課の職員のうちから 文書管理担当者を 指名し、 この訓令により 処理する 

こととされた 文書の管理に 関する事務を 行わせることができる   

( 備付帳 簿 ) 

第 9 条 総務課に次に 掲げる帳 簿を備える。 

(1)  閣議講義原簿 ( 様式 第 1 号 ) 

(2) 省令原簿 ( 様式第 2 号 ) 

(3)  告示原簿 ( 様式第 3 号 ) 

(4)  官報掲載訓令原簿 ( 様式第 4 号 ) 

(5)  一般訓令原簿 ( 様式第 5 号 ) 

(6)  官庁報告原簿 ( 様式第 6 号 ) 

(7)  省 収受文書台帳 ( 様式第 7 号 ) 
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(8) 省 発議文書台帳 ( 様式第 8 号 ) 

(9) 総務課保存フアイル 貸出台帳 ( 様式第 9 号 ) 

(10) 特殊取扱郵便物受付 簿 ( 様式第 1 0 号 ) 

(11) 使送 便 受付 簿 ( 様式第 i 1 号 ) 

(12) 極秘文書管理 簿 ( 様式第 1 2 号 ) 

2  総括 課 に次に掲げる 帳 簿を備える。 

(1) 配布文書台帳 ( 様式第 1 3 号 ) 

(2) 部局収受文書台帳 ( 様式 第 i 4 号 ) 

(3) 部局発議文書台帳 ( 様式第 1 5 号 ) 

(4) 極秘文書管理 簿 

3  課に次に掲げる 帳 簿を備える。 

(1 ) 課 収受文書台帳 ( 様式第 i 6 号 ) 

(2) 誤発議文書台帳 ( 様式第 1 7 号 ) 

(3) 発送文書台帳 ( 様式第 1 8 号 ) 

(4)  主管 課 保存ファイル 貸出台帳 ( 様式第 1 9 号 ) 

(5)  保存期間満了前廃棄行政文書ファイル 台帳 ( 様式第 2 0 号 ) 

(6) 秘密文書管理 簿 ( 様式第 2 1 号 ) 

4  前 3 項各号に掲げる 帳 簿は、 電磁的記録媒体によって 作成することができる。 

( 行政文書ファイル 管理 簿 ) 

第 1 0 条 主管課の長は、 当該課の保有する 行政文書ファイル 及び行政文書 ( 単独で管理 

        することが適当なものであ って、 保存朝間が 1 午 以上のものに 限る。 )0 管理を適切に 

行 う ため、 行政   ニ ・ 肌 ， N  シス・ 弄 " ふ 上の     

    
Y  2  主管課長は、 行政文書ファイル 管理薄を 年 1 回 更新するものとする。 

第 2 章 文書の接受及び 配布 

( 文書の接受 ) 

  



第 1 1 条 厚生労働省に 送付された文書の 接受は、 総務課に至 ヱ エ % .      の     る 。 ただ 

し、 部局又は課に 直接到達する 文書 ( 法 第 4 条第 1 項に規定する 開示請求書等 ( 以下「 

開示請求書等」 という。 ) を除く。 ) の 接受については、 当該部局又は 課において行う 

ものとする。 

( 特殊取扱郵便及び 使送便の接受 ) 

第 1 2 条 総務課において 書留郵便、 現金書留郵便、 配達証明郵便等を 接受したときは、 
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2  総務課において 使送便を接受したときは、 使送 便 受付 簿に 受付年月日、 発信者．受信 

者その他必要な 事項を記載し、 受領者の押印等を 受けるものとする。 

( 封書の開封 ) 

第 1 3 条 接受した封書は、 第 1 7 条から第 i 9 条までに規定する 場合その他特に 必要が 

あ る場合を除き、 大臣、 副大臣、 大臣政務官、 事務次官、 厚生労働審議官若しくは 官房 

長 ( 以下「大臣等」 という。 ) 又は省あ てのものについては 総務課長が、 部局長又は部 

局 あ てのものについては 当該部局の総括課長が、 課長又は課あ てのものについては 当該 

課長が、 それぞれ開封するものとする。 

( 文書の配布 ) 

第 1 4 条 大臣等又は省あ ての文書 ( 親展文書及び 開示請求書等を 除く。 ) については、 

直ちに総務課において、 省 収受 印 ( 様式第 2 3 号 ) を押した上、 文書番号を記入し、 か 

つ、 省 収受文書台帳 に収受年月日、 件名、 発信者、 受信者、 配布先その他必要な 事項を 

記載し、 主管部局の総括課長 ( 当該案件が官房課の 所管に属する 場合にあ っては、 当該 

官房課長 ) に配布するものとする。 

2  総括課長は、 前項の規定により 配布された文書については、 直ちに配布文書台帳 に配 

布年月日、 件名、 発信者、 配布先の 課 その他必要な 事項を記載し、 主管課長に配布する 

ものとする。 

8  前 2 項の規定による 文書の配布に 当たっては、 省 収受文書台帳 又は配布文書台帳 に受 

頃 者の押印等を 受けるものとする。 

第 1 5 条 部局長若しくは 部局又は課長 ( 官房課長を除く。 以下この条において 同じ。 ) 

若しくは 課 ( 官房課を除く。 以下この条において 同じ。 ) あ ての文書については、 総務 

課 において接受の 後、 直ちに主管部局の 総括課長に配布するものとする。 
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2  総括課長 は 、 前項の規定により 配布された部局長又は 部局あ ての文書 ( 親展文書及び 

開示請求書等を 除く。 ) については、 直ちに部局等収受 印 ( 様式第 2 4 号 ) を押した上 

、 文書番号を記入し、 かっ、 部局収受文書台帳 に収受年月日、 件名、 発信者、 受信者、 

配布先の 課 その他必要な 事項を記載し、 主管課長に配布するものとする。 

3  前項の規定による 文書の配布に 当たっては、 部局収受文書台帳 に受領者の押印等を 受 

けるものとする。 

4  総括課長は、 第 1 項の規定により 配布された課長又は 課あ ての文書については、 直ち 

に主管課長に 配布するものとする。 

5  主管課長は、 前項の規定により 配布された課長又は 課あ ての文書 ( 親展文書及び 開示 

請求書等を除く。 ) については、 直ちに 課 収受 印 ( 様式第 2 5 号 ) を押した上、 文書番 

号を記入し、 かっ、 課 収受文書台帳 に収受年月日、 件名、 発信者、 収受の年月日その 他 

必要な事項を 記載し、 当該文書に係る 案件を所管する 係に配布するものとする。 

第 1 6 条 官房課長又は 官房 課 あ ての文書については、 総務課において 接受の後、 直ちに 

当該官房課長に 配布するものとする。 

2  官房課長は、 前項の規定により 配布された官房課長又は 官房 課 あ ての文書 ( 親展文書 

及び開示請求書等を 除く。 ) については、 直ちに部局等収受印を 押した上、 文書番号を 

記入し、 かつ、 課 収受文書台帳 に収受年月日、 件名、 発信者、 受信者その他必要な 事項 

を 記載し、 当該文書に係る 案件を所管する 係に配布するものとする。 

第 i7 条                   の親展 又葺 に 々と、 コ芭ニ -- 俺 牽引安上二 -% 丹 Ⅰ 穏数 Ⅰ盤古庄ゑ % と 

なく、 直ちに大臣官房人事課長に 配布するものとする。 " 一一 @ 一 -@---- 一 --- 一 """"""""""" "" 一一 """" 一 "" 一 """"" 一 """"" 一 """"   ""@ 

2  大臣官房人事課長は、 前項の規定に よ り配布された 大臣等 あ ての親展文書については 

、 直ちに当該大臣等に 配布するものとする。 

3  第 1 項に規定する 親展文書のうち、 処理を必要とするものについては、 当該大臣等の 

閲覧を終えた 後、 総務課長に送付するものとする。 

4  前項の規定により 送付された親展文書については、 第 1 4 条の規定を準用する。 

第 1 8 条 第 1 5 条第 1 項の規定により 総括課長に配布された 文書のうち、 部局長あ ての 

親展文書については、 開封することなく、 直ちに当該部局長に 配布するものとする。 

2  前項に規定する 親展文書のうち、 処理を必要とするものについては、 当該部局長の 閲 

覧を終えた後、 総括課長に送付するものとする。 

3  前項の規定により 送付された親展文書については、 第 1 5 条第 2 項及び第 3 項の規定 
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を 準用する。 

第 1 9 条 第 1 5 条第 4 項又は第 1 6 条第 1 項の規定により 課長に配布された 文書のうち 

  親展文書で処理を 必要とするものについては、 当該課長の閲覧を 終えた後、 第 1 5 条 

第 5 項又は第 1 6 条第 2 項の手続に付するものとする。 

( 誤配文書の取扱い ) 

第 2 0 条 総務課に送達された 文書のうち、 誤って送達され、 又は厚生労働省の 所管外で 

あ る等接受してはならないものがあ るときは、 直ちに返却、 回送その他適切な 措置をと 

るものとする。 

2  第 1 4 条第 i 項、 第 i 5 条 第 1 項 又は第 1 6 条第 1 項の規定により 配布された文書が 

当該部局又は 官房課の所管に 属さないものであ るときは、 当該配布を受けた 総括課長文 

は 官房課長は、 当該文書を総務課長に 回付するものとする。 

8  第 1 4 条第 2 項又は第 1 5 条第 2 項の規定にょり 配布された文書が 当該主管課の 所管 

に属さなかものであ るときは、 当該配布を受けた 主管課長は、 当該文書を総括課長に 回 

付するものとする。 

4  前項の規定により 回付された文書が 部局の所管に 属さないものであ るときは、 第 2 項 

の 規定を準用する。 

5  第 1 5 条第 2 項及び第 5 項並びに第 1 6 条第 2 項の規定により 配布された文書が 開示 

請求書等であ るときは、 当該配布を受けた 総括課長、 主管課長又は 官房課長は、 当該 開 

示 請求書を総務課長に 回付するものとする。 

第 3 章 文書の決裁 

( 決裁文書の起案 ) 

第 2 1 条 決裁文書の起案は、 起案用紙 ( 様式第 2 6 号 ) を用いて行い、 厚生労働省文書 

決裁規程 ( 平成 1 3 年厚生労働省 訓 第 2 0 号 ) の定めるところに 従い、 決裁を受けるも 

のとする。   
ができる。 

3  決裁文書の起案は、 原則として 1 の案件ごとに 行 う ものとする。 ただし、 同一の案件 

ほ ついて 2 以上の起案を 要し、 当該起案を個別に 行 う ことによって 業務の効率的な 処理 に 支障を来すときその 他適当と認められるときは、 2 以上の起案を 一括して行 う と カ 
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( 合議 ) 

第 2 2 条 他の部局 ( 官房課を含む。 以下この条において 同じ。 ) の所掌事務に 関連する 

案件について 起案したときは、 主管部局における 決裁を終えた 後当該他の部局に 合議す 

るものとする。 ただし、 当該案件について 緊急の処理を 要する等特別の 理由があ るとき 

は 、 当該主管部局の 決裁を終える 前であ っても、 当該他の部局において 並行して起案及 

び決裁を進めることを 求めることができる。 

2  主管部局は、 前項に規定する 案件のうち軽微なものその 他特別の理由があ るものにつ 

いては、 あ らかじめ当該他の 部局と協議し、 又は文書の写しを 配布し、 意見の調整を 行 

う ことができる。 この場合において、 意見の調整ができたときは、 その旨を起案用紙に 

記入することにより、 前項の合議を 省略することができる。 

( 決裁の手続 )   
2  決裁文書について、 るところに従い、 厚生労働省の 意 

思 決定の権 限を有する者 ( 以下この章において「決裁権 者」 という。 ) の決裁を終えた 

ときは、 当該決裁権 者は、 次の各号に掲げる 区分に応じ、 それぞれ当該各号に 定める者 

に当該決裁文書を 返送し、 当該各号に定める 者は、 当該決裁文書に 係る起案 課 ( 決裁文 

書の起案を行う 者の属する課をい う 。 以下この章において 同じ。 ) の長に送付するもの 

とする。 

(1)  大臣、 事務次官又は 官房長の決裁を 要する文書 総務課長 

(2)  部局長の決裁を 要する文書 当該部局の総括課長 

( 決裁文書の持回り ) 

第 2 4 条 決裁文書が緊急の 処理を要するもの、 秘密の取扱いを 要するもの又は 詳細な説 

明を要するものであ るときは、 起案者その他の 当該決裁文書に 係る案件について 説明す 

る能力を有する 職員が携行して 決裁を受けることができる。 

( 決裁文書の修正 ) 

第 2 5 条 決裁文書の修正は、 加除訂正により 行 う ものとし、 内容の重大な 変更にわたる 

修正については、 当該修正に係る 部分に修正者が 署名又は押印をするものとする。 

夕立 



2  修正により決裁文書の 内容が判読し 難くなったときは、 当該修正があ った後の文書 ( 

以下この項において「修正文書」という。 ) を作成し、 当該決裁文書に 添えて決裁を 受 

けることができる。 この場合において、 前項の修正は、 修正文書に記入して 行 う ことが 

できる。 

第 2 6 条 削除 

( 廃案 ) 

第 2 7 条 決裁文書について、 決裁権 者が反対の決定をした 場合又は決裁権 者の決裁を終 

える前に起案課の 長が撤回の決定をした 場合には、 当該決裁文書は 廃案とし、 起案用紙 

に「廃案」の 表示を朱書きするものとする。 

( 決裁年月日等の 記入 ) 

第 2 8 条 次の各号に掲げる 文書に係る決裁文書について 決裁を終えたときは、 当該各号 

に 定める課において、 起案用紙にその 決裁を終えた 年月日その他必要な 事項を記入する 

とともに、 発議印を押した 上、 文書番号を記入し、 発議文書台帳 に件名、 決裁を終えた 

年月日、 施行年月日、 起案者その他必要な 事項を記載するものとする。 

(1)  大臣、 事務次官若しくは 官房長又は省の 名によって施行する 文書 総務課 

(2)  部局長又は部局の 名によって施行する 文書 当該部局の総括 課 

(3)  官房課長又は 官房課の名によって 施行する文書 当該官房 課 

(4)  課長又は課の 名によって施行する 文書 当該 課 

2  前項の文書番号は、 前項各号に掲げる 文書の区分に 応 じ 、 それぞれ当該各号に 定める 

課 において管理するものとする。 

8  発議 印は 、 第 1 項第二号に掲げる 文書にあ っては様式第 2 7 号に、 同項第 2 号及び第 

8 号に掲げる文書にあ っては様式第 2 8 号に、 同項第 4 号に掲げる文書にあ っては様式 

第 2 9 号によるものとする。 

第 4 章 文書の施行 

( 文書の発送 ) 

第 2 9 条 厚生労働省から 発送する文書は、 特別の理由があ る場合を除き、 総務課におい 

て 発送するものとする。 

2  前項の文書の 発送は、 特別の理由があ る場合を除き、 郵送又は使送によって 行うもの 

とする。 

( 発送文書の取扱い ) 

む 2 



第 3 0 条 主管 課 においては、 第 2 8 条第 i 項の規定による 記入及び記載を 終えた決裁文 

書 ( 以下この章において「決裁 済 文書」 という。 ) で発送を要するものについて、 浄書 

及び照合を行い、 発送する文書 ( 以下この章において「発送文書」 という。 ) を作成し 

、 公印及び契印の 押印を行い、 発送文書台帳 に送付年月日、 送付売．郵送又は 使送の別 

  文書番号その 他必要な事項の 記載を行った 後に封かんし、 発送文書さ帳 を添えて総務 

課 に送付するものとする。 ただし、 法第 9 条第 1 項の規定による 通知等 ( 以下「開示 決 

定 通知書等」 という。 ) については、 発送文書台帳 への記載等を 要しない。 

2  前項の規定による 発送文書の作成に 当たっては、 施行年月日及び 文書番号を付するも 

のとする。 この場合において、 第 2 8 条第 1 項 第 1 号に掲げる文書にあ っては文書番号 

に 「厚生労働省」 の表示並びに 「 発 」の字及び別表 第 1 に掲げる主管部局の 略字 ( 以下 

「主管部局の 略字」 という。 ) を、 同項第 2 号及び第 3 号に掲げる文書にあ っては文書 

番号に主管部局の 略字及び「 発 」の字を、 同項第 4 号に掲げる文書にあ っては文書番号 

に主管課の略字及び「 発 」の字を、 それぞれ冠するものとする。 

第 3 1 条 文書の発送の 手続が終了したときは、 総務課長は、 発送文書台帳 に検印し、 返 

送 するものとする。 

( 公印及び契印の 省略 ) 

第 3 2 条 第 3 0 条第 1 項の規定にかかわらず、 本省内部部局、 施設等機関、 地方支分部 

局 又は外局に送付する 発送文書については、 発信者名の下に「 ( 公印省略 ) 」の文字を 

付記することにより、 公印及び契印の 押印を省略することができる。 

( 閣議提出文書 ) 

第 3 3 条 閣議提出文書については、 総務課において、 閣議議議原簿に 件名、 主管部局の 

略字、 文書番号、 提出年月日その 他必要な事項を 記載するものとする。 

( 官報原稿の送付 ) 

第 3 4 条 主管 課 においては、 省令、 告示その他公示を 要する案件で 官報に掲載する 必要 

があ るものについて 決裁が終わったときは、 浄書及び照合を 行い、 官報に掲載する 原稿 

( 以下この条において「官報原稿」 という。 ) を作成し、 当該官報原稿に 決裁 済 文書を 

添えて、 総務課に送付するものとする。 

2  前項の規定により 官報原稿が送付されたときは、 官報報告主任は、 省令原簿、 告示 原 

簿 、 官報掲載訓令原簿又は 官庁報告原簿 ( 次項において「官報原簿」 という。 ) に件名 

、 主管部局の略字、 文書番号その 他必要な事項を 記載し、 当該官報原稿を 財務省印刷局 

母母 
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に送什 するものとする。 

3  官報報告主任は、 前項の規定により 速 けした官報原稿が 官報に掲載されたときほ、 官 

報 原 庫及び決裁 済 文書に掲載年月日及び 番号その他必要な 事項を記載し、 主管 課 に返送 

するものとする。 

4  主管 課 においては、 前項の返送を 受けたときは、 決裁 済 文書と官報を 照合し、 誤りが - 

あ った場合には、 第二項及び第 2 項の例により、 官報正誤の手続を 行 う ものとする。 

( 官報に掲載しない 訓令 ) 

第 3 5 条 主管 課 においては、 官報に掲載する 必要がない訓令の 決裁が終わったときは、 

決裁 済 文書を総務課に 送付するものとする。 

2  前項の規定により 決裁 済 文書が送付されたときは、 総務課長は、 一般訓令原簿に 件名 

、 主管部局の略字、 文書番号その 他必要な事項を 記載し 、 及び決裁 済 文書に訓令番号を 

記入した後、 当該決裁 済 文書を主管 課 に返送するものとする。 

  
  

( 郵送 ) 

第 36 条郵送により 文書を発送するときは、 総務課において、 郵便料金 義 器により年月 

日及び郵便料金を 印刷し ( 特別の理由があ る場合を除く。 ) 、 郵便料金表示額記録簿に 

件数、 金額その他必要な 事項を記載するものとする。 

第 5 章 行政文書の保存 

( 行政文書の保存期間 ) 

第 3 7 条 行政文書は 、 次の各号に掲げる 文書の区分に 応じ、 それぞれ当該各号に 定める 

期間保存するものとする。 

(1)  第 1 類に属する文書 3 0 年 

(2)  第 2 類に属する文書 ェ 0 年 

(3)  第 3 類に属する文書 5 年 

(4)  第 4 類に属する文書 3 年 

(5)  第 5 類に属する文書 ェ 午 

(6)  第 6 類に属する文書 事務処理上必要な 1 年未満の期間 
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政 文書を作成し、 又は取得した 日から起算するものとする。 

第 3 8 条 次の各号に掲げる 行政文書にあ っては、 前条第 1 項の期間が満了する 日後にお 

いても、 その区分に応じ、 それぞれ当該各号に 定める期間保存するものとする。 この場 

合 において、 一の区分に該当する 行政文書が他の 区分にも該当するときは、 それぞれの 

朝間が満了する 日のいずれか 遅 い日 までの間保存するものとする。 

(1) 現に監査、 検査等の対象となっているもの 当該監査、 検査等が終了するまでの 間 

(2) 現に係属している 訴訟における 手続上の行為をするために 必要とされるもの 当該 

訴訟が終結するまでの 間 

(3) 現に係属している 不服申立てにおける 手続上の行為をするために 必要とされるもの 

当該不服申立てに 対する裁決又は 決定の日の翌日から 起算して 1 年間 

(4) 法の規定に基づき 開示請求のあ ったもの 法 第 9 条 各 項の決定の目の 翌日から起算 

して 1 年間 

( 写しの特例 ) 

第 3 9 条 行政文書の写しは、 前 2 条の規定にかかわらず、 適宜整理することができる。 

( 行政文書の保存方法 ) 

第 4 0 条 行政文書は、 組織としての 管理が適切に 行い得る専用の 場所において、 行政文 

書以外の文書と 明確に区分して、 保管するものとする。 

2  行政文書は、 保存期間が満了する 日まで必要に 応じ記録媒体の 変換等の措置を 講ずる 

ことに よ り、 適正かっ確実に 利用できる方式で 保存するものとする。 

( 行政文書ファイルの 整理 ) 

第 4 1 条 主管課の長は、 当該課の保有する 行政文書の適切な 保存のため、 当該課の事務 

及び事業の性質、 内容等に応じて、 行政文書分類基準表を 定めるものとする。 

2  主管課長は、 毎年度、 前項の規定により 別に定める行政文書分類基準 表 に従って 、 行 

政 文書を行政文書ファイルとして 整理し、 かつ、 行政文書ファイル 管理簿を調製するも 

のとする。 ただし、 行政文書のうち、 単独で管理することが 適当なものであ って保存期 

間が 1 年 以上のものは、 当該行政文書を 行政文書ファイルとみなし 整理するものとする。 

3  行政文書ファイル ( 行政文書のうち、 単独で管理することが 適当なものであ って 、 保 

存 期間が 1 年以上のものを 含む。 次項を除き、 以下同じ。 ) は 、 行政文書分類基準 表 に 

従う限りにおいて、 必要に応じて、 行政文書ファイル 管理簿を調整の 上、 分割及び統合 

の措置を講ずることができる。 

Ⅱ 呵へ ソ 



4  行政文書フアイルは、 当該行政文書ファイルを 構成する行政文書であ って保存期間が 

最も長じものの 期間保存するものとする。 

5  主管課長は、 行政文書分類基準 表は ついて、 年上回見直しを 行い、 必要と認める 場合 

にはその改定を 行 う ものとする。 

6  官房長は、 各課の行政文書分類基準表を 取りまと め 、 厚生労働省の 行政文書分類基準 

表を整備するものとする。 

( 行政文書ファイルの 保存場所 ) 

第 4 2 条 保存期間が 5 年を超える行政文書ファイルは 完結後 5 年間は主管 課 、 5 年を経 

過した日後は 総務課、 保存期間が 5 年以下の行政文書ファイルは 主管 課 において保存す 

るものとする。 

2  保存期間が 5 年を超える行政文書ファイルであ って完結後 5 年を経過したもの ( 以下 

「総務課保存ファイル」という。 ) を 保存するため、 総務課に文書庫を 設置し、 総務課 

長 が管理するものとする。 

3  文書庫の管理を 担当する職員以外の 者は、 総務課長の許可を 得なければ文書庫内に 立 

ち 入ることができない。 

4  保存期間が 5 年を超える行政文書ファイルであ って完結後 5 年を経過しないもの 及び 

保存期間が 5 年以下の行政文書フアイル ( 以下「主管 課 保存フアイル」 という。 ) は 、 

主管 課 において専用の 場所でまとめて 保存し、 当該主管課の 長が管理するものとする。 

( 保存ファイルの 引継ぎ ) 

第 4 3, 条 課長 ( 官房課長を除く。 ) は、 保存期間が 5 年を超える行政文書ファイルに つ 

いて、 その完結の日が 属する年度の 翌年度の初日から 起算して 5 年を経過したときは、 

当該 5 年を経過した 日が属する年度の 5 月末日までに、 総務課保存ファイルを 取りまと 

め 、 当該部局の総括課長に 提出するものとする。 

第 4 4 条 前条の規定による 提出を受けた 総括課長は、 当該提出を受けた 年度の 6 月末日 

までに、 提出された総務課保存ファイルを 取りまとめ、 総務課長に引き 継ぐものとする。 

第 4 5 条 官房課長は、 保存期間が 5 年を超える行政文書ファイルについて、 その完結の 

日が 属する年度の 翌年度の初日から 起算して 5 年を経過したときは、 当該 5 年を経過し 

た 日が属する年度の 6 月末日までに、 総務課保存ファイルを 取りまとめ、 総務課長に引 

き 継ぐものとする。 

第 4 6 条 総務課長は 、 引き継がれたファイルを 別に定める行政文書分類基準 表 に従って 

So 
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ては総務課長が 主管課長と協議して、 主管 課 保存ファイルにあ っては主管課長がなお 保 

存を要すると 認める場合は、 行政文書ファイル 管理簿を調整の 上、 当該保存期間を 超え 

て保存するものとする。 この場合において、 当該保存期間を 超えて保存する 期間 ( 次項 

及び次条において「延長保存期間」という。 ) は 、 総務課保存ファイルにあ っては当該 

協議の際に定める 期間、 主管 課 保存ファイルにあ っては当該主管課長が 定める期間とす 

る。 

2  前項の規定は、 延長保存期間が 満了した行政文書ファイルについて 準用する。 

( 保存ファイルの 廃棄 ) 

第 4 8 条 保存期間 ( 前条の規定により 保存期間を延長した 場合にあ っては、 延長保存 期 

間 。 次条 第 Ⅰ項及び第 5 1 条において同じ。 ) を 満了した行政文書ファイルについては 

、 前条の規定により 延長保存するもの 及び 第 R l 条の規定により 国立公文書館に 移管す 

るものを除き、 総務課保存ファイルにあ っては総務課長が、 主管 課 保存ファイルにあ っ 

ては主管課長が、 それぞれ廃棄処分に 付するものとする。 

2  前項の廃棄処分は、 行政文書ファイル 管理簿を調製の 上、 物品管理官に 引き継いで 行 

ぅ ものとする。 

第 4 9 条 主管課長は、 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルを 保存期間が満了す 

る 前に特別の理由により 廃棄しょうとするときは、 廃棄することについて 大臣の承認を 

得、 行政文書ファイル 管理簿を調製するとともに、 総務課保存ファイルにあ っては総務 

課長から引き 継ぎ廃棄処分に 付するものとする。 

2  主管課長は、 前項の廃棄処分に 当たって は 、 保存期間満了前廃棄行政文書ファイル 台 

帳 に、 廃棄する行政文書ファイルの 名称、 当該特別の理由、 廃棄年月日その 他必要な事 

項を記載するものとする。 

3  前条第 2 項の規定は 、 第 1 項の廃棄処分について 準用する。 

第 5 0 条 廃棄処分に当たっては、 行政文書の内容に 応じた適切な 措置を講ずるものとし 

、 当該行政文書に 不開示情報が 記録されているときは、 当該不開示情報が 漏えいしない 

ようにするものとする。 

( 国立公文書館への 移管 ) 
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第 5 1 条 行政文書のうち 当該行政文書が 属する行政文書フアイルの 保存期間が満了した 

ものについては、 総務課保存フアイルにあ っては総務課長が 主管課長と協議して、 主管 

課 保存フアイルにあ っては主管課長が 国立公文書館で 保存することが 適当であ ると認め 

る 場合は、 行政文書ファイル 管理庫を調整の 上、 国立公文書館に 移管するものとする。 

( 貸出手続 ) 

第 5 2 条 厚生労働省の 職員が行政文書ファイルの 貸出しを受けようとするときは、 総務 

課 保存ファイルにあ っては総務課長に、 主管 課 保存ファイルにあ っては当該主管 課 の 長 

に申請するものとする。 

2  前項の申請を 受けた総務課長又は 主管課長は、 総務課保存ファイル 貸出台帳 又は主管 

課 保存ファイル 貸出台帳 に、 当該申請に係る 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイ 

ルの件名、 貸出先、 貸出し及び返却予定の 年月日その他必要な 事項を記載した 上、 総務 

課 保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルを 貸し出すことができる。 

3  前項の規定により 貸出しを受けた 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルは 、 ェ 
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( 貸出ファイルの 返却 ) 

第 5 3 条 総務課長又は 主管課長から 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルの 返却 

の請求があ ったとき、 又は貸出しを 受けた者に転職、 免職等の事由があ ったときは、 速 

やかに返却するものとする。 

( 貸出ファイルの 取扱い ) 

第 5 4 条 貸出しを受けた 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルは、 本省外に持ち 

出してはならない。 ただし、 総務課保存ファイルについては 総務課長の、 主管 課 保存フ 

ァイルについては 主管課長の許可を 受けたときは、 この限りでない。 

2  貸出しを受けた 総務課保存ファイル 又は主管 課 保存ファイルは、 他人に転貸し、 又は 

加除訂正してはならない。 

第 6 章 秘密文書の取扱い 

( 秘密文書 ) 

第 5 5 条 その内容について 秘密保全を要する 文書 ( 以下「秘密文書」 という。 ) は、 そ の 内容の秘密保全の 必要度に応じて、 次のように区分するものとす の ヮ 

(1) 極秘 秘密保全の必要度が 高く、 その漏えいが 国の安全又は 利益に損害を 与える 

ゑ   " 



おそれのあ るもの 

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の 秘密保全が必要であ って、 関係者以外には 知らせてはなら 

ないもの 

( 秘密文書の指定等 ) 

第 5 6 条 秘密文書の指定は、 前条第二号の 極秘については 官房長又は部局長が、 前条第 

2 号の秘については 課長が行うものとする。 

2  前項の指定は、 これを慎重に 行い、 かつ、 必要最小限にとどめるものとする。 

3  第 1 項の指定を行う 場合においては、 極秘又は秘の 取扱いを要する 期間 ( 以下「秘密 

取扱期間」という。 ) を定めるものとし、 秘密取扱期間が 経過したときは、 当該秘密文 

書に係る指定は 解除されたものとする。 

4  第 1 項の規定により 秘密文書の指定を 行った者 ( 以下「指定者」という。 ) は、 当該 

秘密文書の内容について 秘密保全の必要がなくなったときは、 当該秘密文書に 係る指定 

を 解除するものとする。 

5  指定考は、 当該秘密文書に 係る秘密取扱期間が 満了する前に、 その秘密取扱期間を 変 

宴 する必要があ ると認めるときは、 その秘密取扱期間を 変更することができる。 

6  指定考は、 第 4 項の規定による 解除及び双項の 規定による変更をしたときは、 当該 秘 

密 文書に関係する 者にその旨を 通知するものとする。 

( 秘密文書の表示 ) 

第 5 7 条 秘密文書には ，極秘又は秘の 区分、 秘密取扱期間及び 作成課名を表示するもの 

と う する。 

2  極秘の文書には 文書番号、 配布先等を記録して、 その所在を明らかにしておくものと 

する。 

( 秘密文書の登録 ) 

第 5 8 条 秘密文書については、 課長が管理する 秘密文書管理 簿に 文書番号、 配布先その 

他 必要な事項を 記載するものとする。 

2  極秘文書については、 前項によるほか、 総務課長又は 総括課長が管理する 極秘文書管 

理 簿に 文書番号、 配布先その他必要な 事項を記載するものとする。 

( 秘密文書の保存 ) 

第 5 9 条 秘密文書は、 第 4 2 条の規定にかかわらず、 主管 課 において保存するものとす 

る。 
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2  秘密文書は、 金庫その他施錠のできる 書庫に保管するものとする。 

( 秘密文書の複製 ) 

第 f6 0 条 極秘の文書は、 複製してはならない。 

2  秘の文書は、 その指定をした 課長の許可を 受けて複製することができる。 

3  前項の規定により 複製された文書については、 第 5 6 条第 1 項の指定があ ったものと 

みなす。 

( 秘密文書の発送 ) 

第 6 1 条 極秘の文書の 発送は、 密封の上、 秘密文書の取扱責任者 ( 指定考が指定する 当 

該 秘密文書の保管、 出納等を行 う 者をいう。 ) 又はその指定する 者が携行することによ 

り 行 う ものとする。 

2  秘の文書の発送は、 秘密文書の取扱責任者の 指定する方法にょり 行うものとする。 

( 秘密文書の廃棄 ) 

第 6 2 条 秘密文書の廃棄は、 秘密文書の取扱責任者が 焼却その他復元不可能な 方法によ 

り 行 う ものとする。 

( 他の行政機関の 秘密文書の取扱い ) 

第 6 3 条 他の行政機関より 接受した秘密文書については、 当該秘密文書を 発した行政機 

関における秘密文書の 取扱いを尊重し、 この訓令の定めるところにより 秘密保全の取扱 

いを行 う ものとする。 

2  前項の場合において、 他の行政機関の 指定した秘密区分に 疑義が生じたときは、 速や 

かに、 当該行政機関と 協議するものとする。 

第 7 章 雑則 

( 文書番号の更新 ) 

第 6 4 条 この訓令に規定する 文書番号については、 毎年 I 月 f 日で更新するものとする。 

( 指導監督 ) 

第 6 5 条 官房長は、 文書の適正な 管理について 必要があ ると認めるときは、 総括課長又 

は課長に対し 文書の管理の 状況について 報告を求め、 又は実地に検査することができる   

( 研修 ) 

第 6 6 条 官房長は、 厚生労働省の 職員の文書管理事務に 係る能力及び 能率の向上を 図る 

ため、 研修を行 う ものとする。 

( 施設等機関、 地方支分部局及び 特別の機関 ) 

  



    , ア       
                          毯 ""             

第 6 7 条 施 - ， m 竺                                 地方支分部局 及ひ --- 特別の機関の 文書の管理については、 その長が 
  それぞれこの 訓令に準じて 官房長と協議して 定めるものとす の @ 

( 図画及び電磁的記録の 管理の特則 ) 

f6 B 条 図画及び電磁的記録の 管理については、 この訓令によるほか、 この訓令による 

ことができないか、 又はこの訓令によることが 適当でない事項については、     富房 長が定   
めるところに 上る。 一 田   "                                 

( 開示請求書等及び 開示決定通知書等の 管理の特則 ) 

第 6 9 条 開示請求書等及び 開示決定通知書等の 管理については、 この訓令によるほか、 

官房長が定めるところによる。 

( 他の法令との 関係 ) 

第 7 0 条 行政文書の管理に 関しこの訓令に 規定する事項について、 他の法律及びこれに 

基づく命令に 特別の定めがあ る場合は、 その定めるところによる。 

( 文書管理の細目 ) 

第 7 1 条 この訓令に定めるもののぼ か 、 厚生労働省の 文書の管理に 関する必要事項は   

官房長が定めるものとする。 

附 則 

( 施行期日 ) 

ェ この訓令は、 平成 i 3 年 1 月 6 日から施行する。 

( 経過措置 ) 

2  この訓令の施行の 際現にあ る帳 簿、 収受印及び発議 印 については、 当分の間、 これを 

取り繕って使用することができる。 

3  地方厚生局及び 都道府県労働局における 文書の管理については、 第 6 7 条の規定にか 

かわらず、 地方厚生局長及び 都道府県労働局長が 定めるまでの 間は、 大臣官房地方課長 

が定めるところによる。 

附 則 

この訓令は、 平成 1 3 年 4 月 1 日から施行する。 

別表第 i ( 第 3 0 条関係 ) 

主管部局の略字 

大臣官房人事課 人 

大臣官房総務課 総 



大臣官房会計謀 会 

大臣官房地方課 地 

大臣官房国際課 国 

大臣官房厚生科学課 科 

大臣官房統計情報部 統 

医 政局 医政 

健康 局 健 

健康同国立病院部 病院 

医薬局 医薬 

医薬局食品保健部 全 

労働基準局 基 

労働基準局安全衛生部 基安 

労働基準局労災補償部 基 労 

労働基準局勤労者生活部 基勤 

職業安定局 職 

職業安定局高齢。 障害者雇用対策部 職 高 

職業能力開発局 能 

雇用均等・児童家庭 局 産児 

社会・援護局 杜撰 

社会。 援護局障害保健福祉部 障 

老健周 君 

保険 局 保 

年金局 年 

政策統括官 政 

別表第 2 ( 第 3 7 条関係 ) 

行政文書保存期間基準表 

1  第 1 類 ( 3 0 年 保存 ) 

(1)  法律又は政令の 制定、 改正又は廃止その 他の案件を閣議にかけるための 決裁文書 

(2) 特別の法律により 設立され、 かっ、 その設立に関し 行政官庁の認可を 要する法人 

( 以下「認可法人」 という。 ) の新設又は廃止に 係る意思決定を 行 う ための決裁 文 
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室 

(3)  前 2 号に掲げるもののぼ か 、 国政上の重要な 事項に係る意思決定を 行 う ための決 

裁文書 

(4)  省令の制定、 改正文ほ廃止のための 決裁文書 

(5) 告示又は訓令のうち 特に重要なものの 制定、 改正又は廃止のための 決裁文書 

(6) 行政手続法 ( 平成 5 年法律第 8 8 号 ) 第 2 条第 3 号に規定する 許認可等 ( 以下「 

許認可等」 という。 ) をするための 決裁文書であ って、 当該許認可等の 効力が 3 0 

年間存続するもの 

(7)  国 又は厚生労働省を 当事者とする 訴訟の判決書 

(8)  国有財産法 ( 昭和 2 3 年法律第 7 3 号 ) 第 3 2 条に規定する 台帳 

(9) 省 発議文書台帳 、 部局等発議文書台帳 及び誤発議文書台帳 

(10) 行政文書ファイル 管理 簿 

(11) 公印の制定、 改正又は廃止を 行 う ための決裁文書 

(12)  前 各号に掲げるもののほか、 3 0 年の保存期間が 必要であ ると認められるもの 

2  第 2 類 ( 1 0 年保存 ) 

(1)  審議会等に諮問するための 決裁文書 

(2) 審議会等の答申、 建議又は意見が 記録されたもの 

(3) 告示又は訓令の 制定、 改正又は廃止のための 決裁文書 ( 第 1 類 第 5 号又は第 3 類 

第 2 号に該当するものを 除く。 ) 

(4)  行政手続法第 5 条第 1 項の審査基準、 同法第 1 2 条第 1 項の処分基準その 他の法 

令の解釈又は 運用の基準を 決定するための 決裁文書 

(5)  例規、 通達又は通知のうち 重要なものの 制定、 改正又は廃止のための 決裁文書 ( 

前号に該当するものを 除く。   

(6)  許認可等をするための 決裁文書であ って、 当該許認可等の 効果が 1 0 年間存続す 

るもの ( 第 1 類 第 6 号に該当するものを 除く。 ) 

(7)  国際条約 文は 国際会議に関するもののうち 重要なもの 

(8)  前 各号に掲げるもののほか、 所管行政上の 重要な事項に 係る意思決定を 行うため 

の 決裁文書 ( 第 i 類に該当するものを 除く。 ) 

(9) 不服申立てに 対する裁決又は 決定その他の 処分を行うための 決裁文書 

(10)  栄典又は表彰を 行 う ための決裁文書 
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        国 又は厚生労働省を 当事者とする 訴訟に関するもの ( 第 i 類 第二号若しくは 第 4 

類 第 7 号に該当するもの 又は特に軽易なものを 除く。 ) 

(12) 前 各号に掲げるもののほか、 1 0 年の保存期間が 必要であ ると認められるもの ( 

第 1 類に該当するものを 除く。 ) 

3  第 3 類 ( 5 年保存 ) 

(1) 審議会等に関するもの ( 第 2 類 第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 5 類 第 2 号に 該 

当するもの又は 特に軽易なものを 除く。 ) 

(2) 告示又は訓令のうち 軽易なものの 制定、 改正又は廃止のための 決裁文書 

(3) 例規、 通達又は通知の 制定、 改正又は廃止のための 決裁文書 ( 第 2 類 第 4 号若し 

くは第 5 号又は第 5 類 第 3 号に該当するものを 除く。 ) 

(4) 法律又はこれに 基づく命令により 作成すべきものとされる 事務及び事業の 基本計 

画書若しくは 年度計画書又はこれらに 基づく実績報告書 

(5)  独立行政法人、 特殊法人、 認可法人又は 民法 ( 明治 2 9 年法律第 8 9 号 ) 第 3 4 

条の規定により 設立された法人の 業務の実績報告書その 他の監督に関するもの 

(6) 許認可等をするための 決裁文書であ って、 当該許認可等の 効果が 5 年間存続する 

もの ( 第 1 類 第 6 号又は第 2 類 第 6 号に該当するものを 除く。 ) 

(7)  行政手続法第 2 条第 4 号の不利益処分 ( その性質上、 それによって 課される義務 

の内容が軽微なものを 除く。 ) をするための 決裁文書 

(8)  国際条約及び 国際会議に関するもの ( 第 2 類 第 7 号若しくは第 5 類 第 4 号に該当 

するもの又は 特に軽易なものを 除く。 ) 

(9)  指導、 監査等に関する 決裁文書 

(10)  補助金の交付に 関する決裁文書 

は 1)  前 各号に掲げるもののほか、 所管行政に係る 意思決定を行 う ための決裁文書 ( 第 

ェ類 、 第 2 類 、 第 4 類 又は第 5 類に該当するものを 除く。 ) 

(12)  予算決算及び 会計会 ( 昭和 2 2 年勅令弟 1 6 5 号 ) 第 2 2 条に規定する 書類又は 

その写し 

(13)  省 収受文書台帳 、 配布文書台帳 、 部局収受文書台帳 、 課 収受文書台帳 、 発送文書 

台帳 及び保存期間満了双廃棄行政文書ファイル 台帳 

(14)  前 各号に掲げるもののほか、 5 年の保存期間が 必要であ ると認められるもの ( 第 

1 類 又は第 2 類に該当するものを 除く。 ) 
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4  第 4 類 ( 3 年保存 ) 

(1 )  許認可等をするための 決裁文書であ って、 当該許認可等の 効果が 3 年間存続する 

もの ( 第 1 類 第 6 号、 第 2 類 第 6 号又は第 3 類 第 6 号に該当するものを 除く。 ) 

(2)  所管行政上の 定型的な事務に 係る意思決定を 行 う ための決裁文書 ( 第 5 類に該当 

するものを除く。 ) 

(3)  調査又は研究の 結果が記録されたもの 

(4)  国会の審議に 関するもの ( 第 5 類 第 7 号に該当するものを 除く。 ) 

(5)  前 2 号に掲げるもののほか、 所管行政に係る 政策の決定又は 遂行上参考とした 事 

頃 が記録されたもの 

(6)  職員の任免、 身分又は賞罰に 関するもの、 職員の給与に 関するもの、 職員の服務 

及び福利厚生に 関するものその 他職員の勤務の 状況が記録されたもの 

(7) 国 又は厚生労働省を 当事者とする 訴訟に関するもののうち 軽易なもの ( 特に軽易 

なものを除く。 ) 

(8) 前 各号に掲げるもののほか、 3 年の保存期間が 必要であ ると認められるもの ( 第 

1 類から第 3 類 までに該当するものを 除く。 ) 

5  第 5 類 ( 1 年保存 ) 

(1 )  許認可等をするための 決裁文書 ( 第 i 類 第 6 号、 第 2 類 第 6 号、 第 3 類 第 6 号 又 

は第 4 類 第 i 号に該当するものを 除く。 ) 

(2)  審議会等に関するもののうち 軽易なもの ( 特に軽易なものを 除く。 ) 

(3)  例規、 通達又は通知のうち 特に軽易なものの 制定、 改正又は廃止のための 決裁 文 

圭 

(4)  国際条約又は 国際会議に関するもののうち 軽易なもの ( 特に軽易なものを 除く   

  

(5)  前 3 号に掲げるもののほか、 所管行政上の 軽易な事項に 係る意思決定を 行 う ため 

の決裁文書 

(6)  報告書、 届出 書 その他所管行政に 係る確認を行うための 決裁文書 ( 第 1 類から第 

4 類 までに該当するものを 除く。 ) 

(7 、 1 国会の審議に 関するもののうち 特に軽易なもの 

(8)  広報に関する 決裁文書 

(9)  前 各号に掲げるもののほか、 i 年の保存期間が 必要であ ると認められるもの ( 第 
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1 類から第 4 類 までに該当するものを 除く。 ) 

6  第 6 類 ( 事務処理上必要な 1 年未満の期間保存 ) 

第 1 類から第 5 類 までに該当しない 行政文書 

様式第 1 号～様式第 2 9 号 ( 略 ) 

@ 鋒む Ⅰ㌔ 
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内部部局の長 殿 

大臣官房総務課長 

( 公印省略 ) 

厚生労働省文書管理規程第 2 条第 2 項に規定する 

厚生労働省組織規則の 規定により本省に 置かれる室 

であ って大臣官房総務課長が 定めるものについて 
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( 別紙 ) 

大臣官房総務課情報公開文書室 

大臣官房総務課広報室 

大臣官房会計謀福利厚生 重 

大臣官房統計情報部企画課情報企画室 

大臣官房統計情報部人口動態・ 保健統計謀保健統計重 

大臣官房統計情報部社会統計謀国民生活基礎調査室 

屋政局医事課試験免許 室 

健康肩総務課指導調査室 

健康 居 総務課生活習慣病対策室 

健康居疾病対策課臓器移植対策室 

健康居国立病院部企画課国立病院・ 療養所対策室 

健康居国立病院部経営指導 課 経営監査指導 室 

健康居国立病院部経営指導 課 施設整備管理室 

医薬局審査管理課化学物質安全対策室 

医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室 

医薬局食品保健部企画課検疫所業務管理 重 

労働基準局労働保険徴収 課 労働保険徴収業務室 

職業安定局雇用開発課産業雇用構造調整重 

職業安定局雇用開発課 農 山村雇用対策室 

職業安定局雇用開発課建設・ 港湾対策室 

職業安定局高齢・ 障害者雇用対策部企画課失業対策室 

職業能力開発局能力開発課特別訓練対策室 

職業能力開発局育成支援課勤労青少年 室 

職業能力開発局海外協力課外国人研修推進室 

社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 

社会，援護局援護企画課外事 室 

社会・援護局援護誤審査室 

社会・援護局障害保健福祉部企画課国立施設管理室 

老健局総務課介護保険指導 室 
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官 房 各 課 長 

内部部局の総括課長 
) 殿 

( 別紙 3  ) 

総 清 英 男 ェ 号 

平成 1 3 年 3 月 1 日 

大臣官房総務課情報公開文書室長 

( 公印省略 ) 

行政文書における 作成 係 、 保存期間等の 明記について 

行政機関の保有する 情報の公開に 関する法律 ( 平成 1 1 年法律第 4 2 号。 

以下「 法 」 という。 )) が 本年 4 月 1 日から施行されるところであ るが、 行 

政文書 ( 法 第 2 条 2 項に規定する 行政文書をいう。 以下同じ。 ) の適切な管 

理に資するため、 今後、 行政文書を作成し、 又は取得する 場合の取扱いは、 

原則として、 下記のとおりとすることとしたので、 貴職におかれては、 貴邦 

同課職員に対する 周知登底を図られたい。 

なお、 施設等機関及び 地方支分部局に 対しては、 所管部局 課 より通知され 
た い 。 

- 己 

第 1  行政文書の作成 

1  作成年月日の 明記 

保存期間の起算点を 明確にするため、 作成年月日を 明記することとす 

る 。 この場合、 作成年の表記は、 元号によることとする。 

2  部局， 課室 ・ 保 名の明記 

行政文書については、 作成した 課室 において保存することが 原則とな め る た 、 行政文書を作成した 者の属する部局・ 課室 ・保名を明記す の プ 

ととする。 また、 厚生労働省文書管理規程 ( 平成丁 3 年厚生労働省計策 

2 i 号。 以下「文書管理規程」 という。 ) 第 4 条第 4 項において、 原本 

と 写しの区別を 明確にすることとされているが、 これにより、 作成 係 が 

保存しているものが 原本、 それ以外は写しと 明確に区別ができることと 

き % 



なる。 

3  保存期間の明記 

行政文書については、 文書管理規程第 3 7 条の規定に基づき、 同規程 

別表第 2 の行政文書保存期間基準 表 のうち、 当該行政文書が 該当する期 
間の保存が必要となるが、 適切な保存が 行われるよ う 、 当該該当する 期 

間 ( 次に掲げる (1) から (7) までのうちのいずれか ) を明記することとす 

る。 なお、 写し Ⅱ作成 係 以外が保有している 行政文書 ( 原本 ) 以外のも 

の ) については、 原本とは別に 行政文書として 保存することもできるが、 

その場合は、 原本より短い 期間の保存が 可能であ る   

(1)  3 0 年保存 

(2)  1 0 年保存 

(3)  5 年保存 

(4)  3 年保存 

(5)  1 年保存 

(6)  i 年未満保存 

(7)  0 年 保存 ( 法令により保存期間が 定められている 場合 ) 
これにより行政文書に 記載された保存期間は、 あ くまで保存に 際して 

の目安であ り、 実際に保存する 場合には、 改めて保存期間の 確認を行 う 

こととする。 
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第 3  例外 
緊急を要する 場合、 公文書等第 1 0 Ⅰから 3 までを明記することが 適当 

でない場合等は 、 第 f 及び第 2 の取扱いは行わないこととする。 

Ⅹ 記載 例 
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( 別紙 5) 

平成 1 3 年 1 月 6 日 

情報公開文書室 

組織再編に伴 う 行政文書の移管について 

0  組織再編が行われた 場合の課等で 保存されている 行政文書の移管について 

は、 以下のとおり 取り扱うこととする。 

1  情報公開法施行後 ( 平成丁 3 年 4 月 i 日以降 ) の場合 

ェ ．行政文書分類基準 表 ( 以下「基準 表 」という。 ) 及び行政文書ファイル 管 

理 簿 ( 以下「管理 簿 」という。 ) の毎年 4 月の改定について 

(1) 基準 表 

「大分類」及び「中分類」については、 当該行政文書を 現在保存してい 

る 組織を記載することが 必要なため、 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものに記載を 変更することとする。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものを新たに 基準 表 に記載することとする。 

(2) 管理 簿 

「大分類」、 「中分類」、 「保存場所」及び「管理担当課・ 係」については、 

当該行政文書を 現在保存している 組織を記載することが 必要なため、 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものに記載を 変更することとする。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものを新たに 管理 簿に 記載することとする。 

2, 行政文書の保存について 

組織再編が行われた 場合には、 当該組織再編の 対象となった 課 等に保存さ 

れていた行政文書については、 ェ ． (2) にもあ るとおり、 組織再編後の 課等 

ぷ   ・フ 



で 保存することとする。 その際、 簿冊の背表紙の 記載を変更するかどうかに 

ついては、 行政文書の保存に 支障を生じないかどうかという 観点から、 個別 

具体に検討することとする。 

口 情報公開法施行双 ( 平成 1 3 年 1 月 6 日の組織再編 時 ) の場合 

1. 情報公開法施行時 ( 平成 1 3 年 4 月 1 日 ) の基準表及び 管理 簿は ついて 

( 上 ) 基準 表 

「大分類」及び「中分類」については、 当該行政文書が 現在保存されて 

いる組織を記載することが 必要なため、 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものに記載を 変更することとする。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編後 

のものを新たに 基準 表 に記載することとする。 

(2) 管理 簿 

「大分類」、 「中分類」、 「保存場所」及び「管理担当課・ 係」については、 

当該行政文書が 現在保存されている 組織を記載することが 必要なこと及び 

本省から地方厚生局への 組織再編に係る 行政文書ファイルを 7 つの地方厚 

生周公にそれぞれ 分割することは 物理的に難しいことから、 本省内での 組 

織 再編、 本省から地方厚生局への 組織再編並びに 地方医務局、 地区麻薬取 

締官事務所及び 地方社会保険事務局から 地方厚生局への 組織再編とに 区別 

して以下のとおりとする。 

① 本省内での組織再編の 場合 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編 

後のものに記載を 変更することとする。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編 

後のものを新たに 管理 簿に 記載することとする。 

② 本省から地方厚生局への 組織再編の場合 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 引き続き 

本省で保存することとし、 組織再編後の 地方厚生 局 の 課 等とせず、 地 

方 厚生局長に委任する 事務等を監督す べき本省の課等とすることとす 

る 。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編 

後の地方厚生 局 の 課等を新 ・たに管理 簿 に記載することとする。 

曄釜 



③ 地方医務局、 地区麻薬取締官事務所及び 地方社会保険事務局から 地方 

厚生局への組織再編の 場合 

ア 組織再編双に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編 

後の地方厚生 局 の 課 等に記載を変更することとする。 

イ 組織再編後に 作成し、 又は取得した 行政文書については、 組織再編 

後の地方厚生 局 の 課 等を新たに管理 簿 に記載することとする。 

2 。 行政文書の保存について 

(1) 本省内での組織再編の 場合 

平成 1 3 年Ⅰ 月 6 日の組織再編時には、 当該組織再編の 対象となった 課 

等に保存されていた 行政文書については、 1.(2) ①にもあ るとおり、 組 

織 再編後の課等で 保存することとする。 その際は、 簿冊の背表紙について 

も 、 再編後の組織に 合わせて記載することとする。 

(2) 本省から地方厚生局への 組織再編の場合 

① 組織再編双に 作成し、 取得した行政文書については、 1.(2) ② ア に 

もあ るとおり、 地方厚生局長に 委任する事務等を 監督すべき本省の 課等 

で 保存することとする。 その際は、 簿冊の背表紙についても、 保存され 

ることとなる 本省の課等に 合わせて記載することとする。 

② 組織再編後に 作成し、 取得した行政文書については、 ェ ・ (2) ② イに 

もあ るとおり、 組織再編後の 地方厚生 局 の 課 等で保存することとする。 

その際は、 簿冊の背表紙についても、 保存されることとなる 地方厚生 局 

の 課 等に合わせて 記載することとする。 

(3) 地方医務局、 地区麻薬取締官事務所及び 地方社会保険事務局から 地方厚 

生局への組織再編の 場合 

平成丁 3 年 1 月 6 日の組織再編時には、 当該組織再編の 対象となった 課 

等に保存されていた 行政文書については、 ェ ・ (2) ③にもあ るとおり、 組 

織再編後の地方厚生 局 の 課 等で保存することとする。 その際は、 簿冊の背 

表紙についても、 再編後の組織に 合わせて記載することとする。 
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( 別紙 7) 
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(BlJ 紙 8  ) 

起 案 用 紙 

内線 0 x A 口番 

保健婦助産婦看護婦法施行令等の 一部を改正する 政令案について 

第 2 類 (10 年 )  第 3 類 (5 年 ) 

厚 生 労 働 省 

白下 恩ぬム し " 
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はり紙 9  ) 

歴史貸料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必 、 要な措置について 

  決 定   

国の行政機関の 保管に係る歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存 

のために必要な 措置を講ずるため ，国立公文書館 法 ( 平成 1 1 年 法律第 

7 9 号 ) 第 1 5 条 第 1 項に基づき，次のとおり 定めることとし ，平成 1 3 

年 4 月 1 日から実施する。 

1  国の行政機関がその 適切な保存のために 必要な措置を 講ずるものとさ 

れている 「歴史資料として 重要な公文書等」の 中核となるものは ，次に 

掲げる事項が 記録されたものとする。 

(1) 我が国政府の 過去の主要な 活動を跡づけるために 必要な，国政上の 

重要な事項又はその 他の所管行政上の 重要な事項のうち 所管行政に係 

る重要な政策等国政上の 重要な事項に 準ずる重要性があ ると認、 められ 

るものに係る 意思決定 

(2) (1) の決定に至るまでの 審議，検討又は 協議の過程及びその 決定に 

基づく施策の 遂行過程 

2  「歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置」 

とは，行政機関から 内閣総理大臣 ( 独立行政法人国立公文書館 ) に対し，   

当該行政機関の 保管に係る歴史資料として 重要な公文書等を 移管するこ 

ととする。 ただし歴史資料として 重要な公文書等の 移管を受けて 保存 

し及び利用に 供する機関として 適当なものが 置かれる行政機関におい 

ては ， 当該機関に当該公文書等を 移管することとする。 

5' ドた 



(5iJ 紙 I  0  ) 

歴史 資併 として重要な 公文書等の適切な 保存のために 必要な措置について 

( 平成 t 3 年 3 月 3 0 日閣議決定 ) の実施について 

  
平成 1 3 年 3 月 3 0 日 

各府 省庁官房長等申合せ   

歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必 、 要な措置について ( 平成 1 3 

年 3 月 3 0 日閣議決定 ) を実施するため ，次のとおり 申し合わせる。 

1  歴史資料として 重要な公文書等として 国の行政機関 (3 (1) に掲げる機関が 置かれる 

行政機関を除く。 ) から内閣総理大臣 ( 独立行政法人国立公文書館 ( 以下「国立公文 

書館」という。 ) ) に移管すべきものは ，行政機関の 保有する情報の 公開に関する 法 

律 施行令 ( 平成 1 2 年政令第 4 1 号。 以下「情報公開法施行令」という。 ) 第 1 e 条 

第 i 項 第 8 号に規定する 保存期間が満了した 行政文書のうち ，次に掲げるものとする。 

(1) 国政上の重要な 事項又はその 他の所管行政上の 重要な事項のうち 所管行政に係る 

重要な政策等国政上の 重要な事項に 準ずる重要性があ ると認められるもめ ( 以下 

「国政上の重要事項等」という。 ) に係る意思決定を 行 う ための決裁文書 ( 当該 決 

裁 文書と一体不可分の 記録であ って， 当該決裁文書の 内容又は当該意思決定に 至る 

までの審議，検討若しくは 協議の過程が 記録されたものを 含む。 ) 

(2) 国政上の重要事項等に 係る意思決定に 基づく当該行政機関の 事務及び事業の 実績 

が記録されたもの ((1) に該当するものを 除く。 ) 

(3) 昭和 2 0 年までに作成され ，又は取得されたもの ((1) 又は (2)@ こ 該当するものを 

除く。 ) 

(4) 各行政機関 (3 (1) に掲げる機関が 置かれる行政機関を 除く。 以下同じ。 ) の 保有 

する行政文書であ って， (1) から (3) までのいずれにも 該当しないもののうち ，結果 

として国政上多大な 影響を及ぼすこととなった 事項について 記録されたものその 他 

内閣総理大臣が 国立公文書館において 保存することが 適当であ ると認めるものであ 

って，移管について 各行政機関と 合意したもの 

2  歴史資料として 重要な公文書等の 内閣総理大臣への 移管手続については ，次のとお 

りとする。 

(1) 歴史資料として 重要な公文書等の 各行政機関から 内閣総理大臣への 移管について 

は，内閣総理大臣が 国立公文書館の 意見を聴いて 各年度ごとに 策定する移管計画に 

基づいて，移管しようとする 行政文書の保存期間が 満了した後直ちに 行う。 

ゅ博 9% 



(2) 各行政機関の 長は，内閣総理大臣が 移管計画を策定しょうとする 対象年度内に 保 

存期間が満了することとなる 行政文書であ って，かつ，保存期間を 延長する必要の 

ないもののうち ， 1 (1) から (3) までの一に該当するものとして 国立公文書館におい 

て保存することが 適当であ ると認められるものを 内閣総理大臣に 申し出ることとす 

る 。 

(3) 内閣総理大臣は ，国立公文書館の 意見を聴いて ，各行政機関の 長から申出のあ っ 

た行政文書のうち ，国立公文書館において 保存することが 適当であ ると認められる 

ものの移管を 受けることとする。 また，国立公文書館の 意見を聴いて ， 1 け ) に該 

当する可能性のあ る行政文書があ ると認められる 場合，その移管の 可否について 各 

行政機関の長と 協議し，合意に 達したものの 移管を受けることとする。 

3  歴史資料として 重要な公文書等の 移管を受けて 保存し利用に 供する機関として 適 

当なものが置かれる 行政機関については ，次のとおりとする。 

(1) 閣議決定 2 のただし書に 掲げる「歴史資料として 重要な公文書等の 移管を受けて 

保存し ， 及び利用に供する 機関として適当なもの」は ，情報公開法施行令第 2 条第 

2 項の規定に基づき 総務大臣が指定した 機関のうち，次に 掲げる機関とする。 

宮内庁書陵部 

外務省外交史料館 

(2) 歴史資料として 重要な公文書等として (1) に掲げる機関に 移管すべきものは ，当該 

機関が置かれる 行政機関の保有する 行政文書であ って，情報公開法施行令弟 1 6 条 

第 1 項第 8 号に規定する 保存期間が満了したもののうち ，次に掲げるものとする。 

① 1 (1) から (3) までに掲げるもの 

② ①に該当しないもののうち ，結果として 国政上多大な 影響を及ぼすこととなっ 
た事項について 記録されたものその 他当該行政機関の 長が当該行政機関に 置かれる 

(1) に掲げる機関において 保存することが 適当であ ると認めるもの 

(3) (1) に掲げる機関が 歴史資料として 重要な公文書等の 移管を受ける 場合の手続は ， 

当該機関が置かれる 行政機関において 定める。 
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( 別紙 i I ) 

歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置について 

( 平成 1 3 年 3 月 3 0 日閣議決定 ) 等の運用について 

  
平成 1 3 年 3 月 3 0 日 

各 同省庁文書課長等申合せ   

歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要な措置について ( 平成 1 3 

年 3 月 3 0 日閣議決定 ) 及び歴史資料として 重要な公文書等の 適切な保存のために 必要 

な措置について ( 平成 1 3 年 3 月 3 0 日閣議決定 ) の実施について ( 平成丁 3 年 3 月 

3 0 日番 府 省庁官房長等申合せ。 以下「 各府 省庁官房長等申合せ」という。 ) を運用す 

るための細目を 次のとおり申し 合わせる。 

i  行政機関の保有する 情報の公開に 関する法律施行令 ( 平成 1 2 年政令第 4 1 号。 以 

下「情報公開法施行令」という。 ) 第 1 6 条第 1 項第 8 号に規定する 保存期間が満了 

することとなる 行政文書を各 府 省庁官房長等申合せ 1 (1) 又は (2) (3 (2) ①において引 

用する場合を 含む。 ) に該当するものとして 移管の対象とすべきか 否かほついては ， 

当該行政文書に 記録されている 情報の内容により ，別表に示した 基本的考え方に 基づ 

いて個別に判断するものとする。 

2  歴史資料として 重要な公文書等の 内閣総理大臣への 移管手続については ，次のと お 

りとする。 

(1) 内閣総理大臣は ，国立公文書館の 意見を聴いて ，毎年度当初，各行政機関の 長に 

対し，当該年度における 移管のスケジュールを 示すとともに ，当該年度において 保 

存期間が満了することとなるものであ って，かつ，保存期間を 延長する必要のない 

行政文書のうち ， 各府 省庁官房長等申合せ 1 (1) から (3) までの一に該当すると 認め 

られるものを 申し出るよ う 求める。 

(2) 各行政機関の 長は，客席省庁官房長等申合せ 1 (1) から (3) までの一に該当するも 

のとして国立公文書館において 保存することが 適当であ ると認められるものを 内閣 

総理大臣に申し 出る。 この場合において ，当該 申 出に係る行政文書が 他の行政機関 

により作成され ，又は取得されたものであ るときその他他の 行政機関において 移管 

の可否を判断することにっき 正当な理由があ ると認められるときは ，各行政機関は ， 

当該 申 出を行 う ことについて ，原則として 当該他の行政機関と 協議するものとする。 

なお， 当該 申 出に係る行政文書が 他の行政機関において 秘密文書の取扱いを 受け， 

かっ，秘密にしておく 期間が経過していないものであ るときは，各行政機関は ， 当 

該 他の行政機関と 協議の上その 意見を尊重するものとする。 この際，当該行政文書 

に行政機関の 保有する情報の 公開に関する 法律 ( 平成 1 1 年法律第 4 2 号。 以下 

「情報公開法」という。 ) 第 5 条 第 1 号から第 3 号までに掲げる 情報が記録されて 

いると認められるときは ，当該他の行政機関は ，その旨を当該行政機関に 連絡する 

轟轍 



ものとする。 また，当該 申 出に係る行政文書の 保存期間が当該年度の 移管計画の決 

定前に満了することとなるときは ，各行政機関は ，当該年度の 移管計画の決定まで 

当該行政文書の 保存期間を延長するものとする。 

(3) 内閣総理大臣は ，各行政機関の 長からの 申 出を受け，国立公文書館の 意見を聴い 

て，同館において 保存することが 適当なものとして 移管を受ける 対象について 各行 

政機関の長と 協議する。 

(4) 内閣総理大臣は ， (3) と並行して，国立公文書館の 意見を聴いて ， 各府 省庁官房長 

等申合せ 1 (4) に該当する可能性のあ る行政文書があ ると認める場合，その 移管の可 

否について各行政機関の 長と協議する。 この場合において ，当該協議に 係る行政文 

書が他の行政機関により 作成され，又は 取得されたものであ るときその他他の 行政 

機関において 移管の可否を 判断することにつき 正当な理由があ ると認められるとき 

は，内閣府は ，その移管の 可否について ，原則として 当該他の行政機関とも 協議す 

るものとする。 また，内閣総理大臣の 協議を受けてから 当該年度の移管計画の 決定 

までの間に，当該協議に 係る行政文書の 保存期間が満了することとなるときは ， 各 

行政機関 は ，当該年度の 移管計画の決定まで 当該行政文書の 保存期間を延長するも 

のとする。 

(5) 内閣総理大臣は ，上記 は ) 及び (4K の協議がすべて 調ったところで ，各行政機関の 

長 との合意に基づき 当該年度の移管計画を 決定する。 

(6) 内閣総理大臣は ，決定された 移管計画に基づき ，保存期間が 満了した行政文書に 

ついて，順次移管を 受けるものとする。 この場合において ，当該年度の 移管計画の 

決定から実際に 移管するまでの 間に，移管することとされた 行政文書の保存期間が 

満了することとなるときは ，各行政機関は ，実際に移管するまで 当該行政文書の 保 

存 期間を延長するものとする。 

(7) (2) により他の行政機関から 情報公開法第 5 条第二号から 第 3 号までに掲げる 情報 

が記録されていると 連絡のあ った行政文書を 移管するときは ，各行政機関は ，当該 

行政文書を移管することにつき 当該他の行政機関に 通知するものとする。 また，当 

該行政文書の 公開の可否の 判断について 移管の際に国立公文書館に 連絡するときは ， 

各行政機関は ，原則として 当該他の行政機関と 協議するものとする。 当該行政文書 

が国立公文書館に 移管された後において 当該判断を国立公文書館に 連絡するときも ， 

同様とする。 

肝 ' 。 
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( 別紙工 2  ) 

国立公文書館利用規則 ( 抄 ) 

  
昭和 4 7 年立同 2 5 日 

総理府告示第 1 0 号   

改正 昭和 4 8 年 4 月 2 6 日 

昭和 6 3 年 4 月 2 0 日 

昭和 6 3 年 i 2 月 2 2 日 

平成元年 3 月 1 3 日 

平成 4 年 4 月 2 0 日 

平成 1 丁年 上 戸 1 1 日 

( 平成 1 2 年 9 月 2 9 日 ) 

( 目的 ) 

第二条 この規則は、 国立公文書館 ( 以下「公文書館」という。 ) の保存する歴史貸料 

として重要な 公文書その他の 記録 ( 以下「公文書等」という。 ) の 有効な利用を 図る 

ため、 公文書館が行 う 利用業務の内容、 開館目、 開館時間、 利用手続等を 定めること 

を目的とする。 

( 公文書館の業務 ) 第 2 条 公文書館は、 公文書等の利用に 関し、 次に掲げる業務を 行 ハ ツ - 

一 閲覧 

二 複写 

三 参考調査 

四 貸出し 

五 展示 

( 公開 ) 

第 3 条 公文書等は、 一般の利用に 供するものとする。 ただし、 次条に掲げる 場合には、 

この限りでない。 

第 3 条の 2  国立公文書館長 ( 以下「館長」という ， ) は 、 次に掲げる範囲内で、 公文 

書等の一般の 利用を制限することができる。 

一 公文書等 ( その作成又は 取得の日の属する 年度の翌年度の 4 月 1 日から起算して 

3 0 年を経過していないものに 限る。 ) に次に掲げる 情報が記録されていると 認め 
られる場合において、 当該公文書等 ( 当該情報が記録されている 部分に限る。 ) の 

一般の利用を 制限すること。 

イ 個人に関する 情報 ( 事業を営む個人の 当該事業に関する 清 報を除く。 ) であ っ 

て、 当該情報に含まれる 氏名、 生年月日その 他の記述等により 特定の個人を 識別 

することができるもの ( 他の情報と照合することにより、 特定の個人を 識別する 
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ことができることとなるものを 含む。 ) 又は特定の個人を 識別することにできな 
いが、 公にすることにより、 なお個人の権 利利益を害するおそれがあ るもの，だ 

だし、 次に掲げる情報を 除く， 

(1) 法令の規定により ス は慣行として 公にされ、 又は公にすることが 予定され 

ている情報 

(2) 人の生命、 健康、 生活又は財産を 保護するため、 公にすることが 必要であ 
ると認めちれる 情報 

(3) 当該個人が公務員 ( 国家公務員法 ( 昭和 2 2 年法律語 1 Z CH 号 ) 第 2 条 第 

1 項に規定する 国家公務員及び 地方公務員法 ( 昭和 2 5 年法律第 2 6 1 号 ) 第 

2 条に規定する 地方公務員をいう。 ) であ る場合において、 当該情報がその 職 

務の遂行に係る 情報であ るときは、 当該情報のうち、 当該公務員の 職及び当該 

職務遂行の内容に 係る部分 

ロ 法人その他の 団体 ( 国及び地方公共団体を 除く。 以下「法人等」 という。 ) に 

関する情報又は 事業を営む個人の 当該事業に関する 情報であ って 、 次に掲げるも 

の。 ただし、 人の生命、 健康、 生活 ヌ は財産を保護するため、 公にすることが 必 

要であ ると認められる 情報を除く。 

(1) 公にすることにより、 当該法人等又は 当該個人の権 利、 競争上の地位その 

他正当な利益を 害するおそれがあ るもの 

(2) 移管元機関 ( 公文書等を公文書館に 移管した国の 機関をいう。 以下同じ ， ) 

の要請を受けて、 公にしないとの 条件で任意に 提供されたものであ って、 佳人 

等又は個人における 通例として公にしないこととされているものその 他の当該 

条件を付することが 当該情報の性質、 当時の状況等に 照らして合理的であ ると 

認められるもの 

ハ 公にすることにより、 国の安全が害されるおそれ、 他国若しくは 国際機関との 

  信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国若しくは 国際機関との 交渉上不利益を 被る 

おそれがあ ると移管元機関の 長が認めることにっき 相当の理由があ る情報 
  
  公文書等の全部又は 一部を一定の 期間分にしないことを 条件に個人又は 法人等 か 

ら寄贈又は寄託を 受けている場合において、 当該期間が経過するまでの 間、 当該 公 

文書等の全部又は 一部の一般の 利用を制限すること。 

三 公文書等の原本を 利用させることにより 当該原本の破損若しくはその 汚損を生じ 
るおそれがあ る場合又は公文書館において 当該原本が現に 使用されている 場合 ( 公 

文書館における 保存及び利用の 開始のために 必要な措置を 行 う 場合を含む。 ) にお 

いて、 当該原本の一般の 利用の方法又は 期間を制限すること ， 

2  公文書等 ( その作成又は 取得の日の属する 年度の翌年度の 在 月 1 日から起算して 3 

  0 年を経過していないものを 除く。 以下この条において 同じ ， ) に前項筆工 青々に 掲 

げる情報が記録されていると 認められる場合には、 館長は、 別表に掲げる 範囲内で、 

当該公文書等 ( 当該情報が記録されている 部分に限る。 ) の一般の利用を 制限するこ 

とができる。 

3  公文書等に第 1 項第 1 号 ロに 掲げる情報が 記録されていると 認められる場合におい 

て、 当該情報が次に 掲 ザ るものであ ると認められるときば、 館長は、 当該公文書等 ( 当 
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該 情報が記録されている 部分に限る。 ) の一般の利用を 制限することができる ， 

  公 にすることにより、 当該法人等又 は 当該個人の権 利を害するおそれのあ るもの 

  二 営業秘密 ( 不正競争防止法 ( 平成 5 年法律第 4 7 号 ) 第 2 条第 4 項に規定する 営 

業秘密をい う 。 ) であ って、 当該情報を公にすることにより、 当該法人等 ヌは 当該 

個人の利益を 不当に害するおそれのあ るもの ( 当該情報が記録されている 公文書等 

の作成ヌ は 取得の日の属する 年度の翌年度の ュ月 1 日から起算して 8 0 年を経過し 

ていないものに 限る ， ) 

    公文書等に第 f 項第 1 号ハに 掲げる情報が 記録されていると 認められる場合におい 

て、 次に掲げるおそれが 明白にあ ると移管元機関の 長が認めることにっき 相当の理由 

があ ると認められるときは、 館 長 は 、 当該公文書等 ( 当該情報が記録されている 部分 

に限る。 ) の一般の利用を 制限することができる。 

一 国の安全が不当に 害されるおそれ 

二 他国又は国際機関との   信頼関係が不当に 害されるおそれ 

三 他国又は国際機関との 交渉上重大な 不利益を被るおそれ 

( 開館目 ) 

第 4 条 公文書館は 、 次に掲げる日を 除き、 毎日開館する。 

  日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に 関する法律 ( 昭和 2 3 年法律第 1 7 8 号 ) に規定する休日 

二三 1 2 月 2 8 日から翌年の 1 月 4 日までの 日 

四 その他国家的儀礼に 係る日 

2  館長は、 前項の規定にかかわらず、 公文書等の整理等のため 特別な必要があ る場合 

には、 臨時に、 公文書館の業務の 一部又は全部を 休止することができる。 この場合に 

ば、 館長は、 事前にその旨を 公示するものとする。 

( 開館時間 ) 

第 5 条 公文書館の開館時間は、 9 時 1 a 分から エア 時までとする ，ただし、 入館 は、 

1 6 時 3 0 分 までとする。 

2  館長は、 前項の規定にかかわらず、 特別な必要があ る場合には、 臨時に、 開館時間 

を 変更することができる。 この場今には、 館長ほ、 事前にその旨を 公示するものとす 

る， 

( 入館の拒否 ) 

第 6 条 館長は 、 他の利用者に 迷惑を及ぼした 者又は及ぼすおそれのあ る者に対して、 

退 館を命じ、 又は入館を拒否することができる。 

2  館長は、 この規則若しくはその 他の規則に違反し、 又は館長の指示に 従わない者に 

対して、 公文書等の利用を 停止することができる。 

( 閲覧許可証 ) 

第 7 条・満 2 0 歳 以上の者であ って、 学術研究又は 調査のため公文書等の 閲覧を希望す 

るものは、 所要事項を記入した 閲覧許可申請書 ( 別記様式第 t 号 ) を閲覧受付に 提出 

し、 閲覧許可証 ( 別記様式第 2 号又は第 2 号の 2) の交付を受けなければならない。 

2  閲覧許可証の 有効期間ば 、 1 年を超えない 範囲内で館長が 定めるものとする。 

3  館長は 、 第 Ⅰ項の規定にかかわらず、 特別な必要があ ると認める場合にば、 2 0 歳 
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未満の者の閲覧を 許可することができるものとする ， 

( 閲覧の請求 ) 

第 8 条 閲覧の請求 は 、 閲覧許可証及び 所要事項を記入した 閲覧請求 票 ( 別記様式第 3 

号 スは 第 3 号の日を閲覧受付に 提出して行 う 。 

2  閲覧の請求をすることができる 部数は、 原則として、 一時に 5 部以内とする。 

( 閲覧の場所 ) 
第 9 条 閲覧は、 閲覧室内で行わなければならない。 

( 返納 ) 

第 1 0 条返納 は、 必ず係員の確認を 得て行わなければならない。 この際、 翌日以降も 

引き続き閲覧を 希望する公文書等については、 その旨を申し 出るものとする。 

( 複写の許可 申き青 ) 

第 1 1 条 公文書等の複写を 希望する者は、 所要事項を記入した 複写許可申請書 ( 別記 

様式第 4 号 ) を複写受付に 提出し、 館長の許可を 受けなければならない。 

2  複写 は 、 原則として、 次に掲げる複製物の 種類のうちの 一種類に限り、 その部数は 

1 部とする。 
  フィルム・ネガ 

二 フィルム・ポジ 

三 引伸印画 

四 電子式複写による 印画 

五 模写したもの 

( 複写を行 3 者及び複写の 場所 ) 

第 1 % 条 ．複写は、 原則として、 公文書館の職員が 行 う 。 

2  前項の規定にかかわらず、 館長が特に必要と 認めた場合には、 利用者は、 自ら複写 

することができるものとする。 

3  前項の複写は、 館内の所定の 場所で行わなければならない。 ただし、 館長は、 特別 

の事情があ ると認める場合には、 損失の防止に 十分な配慮がなされていることを 確認 

した上で、 場所を指定し、 館 外での複写を 許可することができるものとする ， 

( 複写の費用 ) 

第 1 3 条 前条第 1 項の場合において、 利用者は、 複写に要する 費用を公文書館に 納入 

しなければならない。 費用の額 ( 実費 ) 及び納入方法は、 館長が別に定めるところに 

よるものとする ， 

( 複製物の出版等 ) 

第 1 4 条複製物の全部又は 一部を出版し 、 又は出版物に 掲載しょうとする 昔は、 所要 

事項を記入した 複写許可申請書 ( 別記様式第四号 ) 又は出版掲載等許可申請書 ( 別記 

様式第 5 号 ) を複写受付に 提出し、 館長の許可を 受けなければならない。 

( 参考調査 ) 

第 1 5 条 公文書館は 、 次に掲げる参考調査を 行 う 。 

一 公文書等の検索 

二 特定公文書等の 内容に関する 情報の提供 

三 公文書等に関する 参考文献、 専門的調査機関等に 関する情報の 提供 
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( 貸出し ) 
第 1 6 条 学術研究、 社会教育等の 公共的目的を 持つ展示会等に 出品するため、 公文書 

等の貸出しの 依頼があ った場合にぼ、 館長 は 、 損失の防止に 十分な配慮がなきれてい 

ることを確認した 上で、 貸出しを行 う ことができるものとする。 

( 貸出期間 ) 

第 1 7 集 前条の規定による 公文書等の貸出しの 期間は、 1 月以内とする。 

2  館長は、 前項の規定にかかわらず、 特に必要と認めた 場合には、 6 月を超えない 範 

囲内で貸出期間を 延長することができるものとする。 

( 展示 ) 

第 1 8 条 公文書館は、 随時、 館内の展示場に 公文書等を展示し、 一般の観覧に 供する 

ものとする。 

2  公文書 鎗は 、 館 外において、 展示会を M. 催することができるものとする。 

( 弁償の責任 ) 

第 1 9 条 公文書館の利用者は、 利用に係る公文書等を 損失した場合には、 相当の代価 

を弁償しなければならない。 

附 則 

ェ この規則は、 昭和 4 7 年 5 月 1 日から施行する。 

2  国立国会図書館支部内閣文庫図書利用規則 ( 昭和 43 年 7 月 1 9 日総理府告示第 2 

5 号 ) は、 廃止する。 

  様式第 1 ～ 5 号は省略 

  
  



別表 ( 第 j 条の 2 関係Ⅰ 

当に ・害するおそれのあ るもの ハ 採用、 選考又は任免 

二 勤務評定又は 服務 

ホ 伝染性の疾病、 身体の障害その 他の 

備考 

Ⅰ 該当する可能性のあ る情報の類型の 例とは、 この表の左 欄 にい う 「個人の秘密」、 「個人 

の 重大な秘密」又は「個人の 特に重大な秘密」にそれぞれ 該当する可能性が 考えられる 一 

般 的な情報の類型を 例示したものであ って、 公文書等に記録されている 情報に対するこの 

表の適用に当たっては、 当該情報の具体的性質、 当該情報が記録された 当時の状況等を 総 

全的に勘案して 個別に判断するものとする。 

2  経過年数とは、 当該情報が記録されている 公文書等の作成又は 取得の日の属する 年度の 
  

翌年度の 4 月 1 日から起算して 経過した年数をい う 。 

  

む " 



( 月 fJ 紙 1  3  ) 

  

）
 

口
鼓
 

6
 

決
 

長
 

ワ
仁
 課
 

月
筋
 

9
 
 一
男
 

年
 
豆
 
宮
 

-
"
 

2
 

大
 

 
 つ

ュ
理
 

 
 

（
 

の
 

ブ
 
イ
 
@
 

 
 

U
 

及
 

ロ
艮
 

 
 

卑
小
 

開
 

，
，
、
 

、
 
ハ
 

 
 

井
立
 

寸
 

珪
巨
 

文
 

/
.
 

、
 
、
 
Ⅰ
 

国立公文書館利用規則 ( 昭和 4 7 年 江月 2 5 日総理府告示第 1 0 号。 以下「規則」と 

いう。 ) 第 3 条の 2 に基づき、 国立公文書館の 保存する歴史資料として 重要な公文書そ 

の他の記録 ( 以下「公文書等」という ， ) の公開の制限及び 当該制限の解除を 行 うに 当 

たっては、 当該公文書等に 記録されている 情報の区分及び 当該公文書等の 経過年数 ( そ 

の 作成又は取得の 日の属する年度の 翌年度の 4 月 1 日から起算して 経過した年数をい 

う 。 以下同じ。 ) に応じ、 それぞれ次に 定めるところによるものとする。 

1 。 規則第 3 条の 2 第 i 項第二号 イに 掲げる情報が 記録されている 公文書等 

(1) 経過年数が 3 0 年未満のもの 

① 公文書等を国立公文書館に 移管した国の 機関 ( 以下「移管元機関」という。 ) 

の意見に基づき、 当該移管九機関における 通常の取扱いに 照らした場合、 当該公 

文書等の公開を 制限することが 合理的であ ると認められるときは、 国立公文書館 

長 ( 以了 「館長」という。 ) は、 その公開を制限する。 
② ①により公開を 制限した場合において、 移管元機関における 通常の取扱いに 昭 

らした際の当該公文書等の 公開制限の合理性が 失われたと認められるときは、 館 

長は、 当該移管九機関の 同意を得て、 その公開制限を 解除する。 

(2). 経過年数が 3 0 年以上のもの 

① 当該公文書等に 記録されている 情報が規則第 3 条の 2 第 2 項に規定する 要件を 

満たしていると 認められる場合は、 館長は、 その公開を制限する。 また、 当該要 

件を満たさなくなったと 認められる場合は、 館長は、 その公開制限を 解除する。 
② ①の判断を行う 際には、 必要に応じ、 当該個人、 当該個人の関係者、 外部有識 

者、 移管 先 機関等から意見を 聴く。 

2. 規則第 3 条の 2 第 1 項第 1 号 口 に掲げる情報が 記録されている 公文書等 

(1) 経過年数が 3 0 年 未満のもの 

ェ ・ (1) と同様とする ， 

(2) 経過年数が 3 0 年以上のもの 

① 経過年数が 3 0 年に達した時点で 移管元機関の 意見を聴いた 上、 当該公文書等 

に 記録されている 情報が規則第 3 条の 2 第 3 項に規定する 要件を満たしていると 

認められる場合は、 館長は、 その公開を制限する。 また、 当該要件を満たさなく 

なったと認められる 場合は、 館長は、 その公開制限を 解除する。 

② 経過年数が 30 年に達した時点で 移管 先 機関から聴く 事項は、 次のとおりとす 

る， 

ア 当該公文書等に 記録されている、 公にした場合に 当該法人等 又 ば 当該個人の 
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法的権 利として保障きれているものを 害するおそれのあ る情報の有無及び 当 

該権 利の存続期間 
イ 当該公文書等に 記録されている 営業秘密の有無 

ウ イの営業秘密を 公にしだ場合に 当該佳人等又は 当該個人の利益を 不当に害 ず 

るおそれの有無 

③ ①の判断を行 う 際にば、 移管元機関のほか、 必要に応じ、 当該法人等又は 当該 

個人、 当該法人等 ヌ は当該個人の 関係者、 外部有識者等から 意見を聴く ， 

3. 規則第 3 条の 2 第 1 項第 1 号 ハに 掲げる 清報 が記録されている 公文書等 

(1) 経過年数が 3 0 年未満のもの 
① 移管元機関における 通常の取扱いに 照らした場合、 当該公文書等の 公開を制限 

することが合理的であ るとの移管九機関の 意見に相当の 理由があ ると認められる 

ときは、 館長は、 その公開を制限する " 

② ①により公開を 制限した場合において、 当該公文書等の 公開制限を解除して 差 

し支えないとの 中 出が移管 先 機関からあ ったときは、 館長は、 その公開制限を 解 

除する。 

(2) 経過年数が 3 0 年以上のもの 

① 経過年数が 3 0 年に達した時点で 移管元機関の 意見を聴き、 当該公文書等に 記 

録されている 情報が規則第 3 条の 2 第 4 項に規定する 要件を満たしていると 認め 

られる場合は、 館長は、 その公開を制限する " また、 公開を制限した 場合におい 

て、 当該公文書等の 公開制限を解除して 差し支えないとの 申 出が移管元機関から 

あ ったときは、 館長は、 その公開制限を 解除する。 

② ①前段の判断を 行 う 際には、 必要に応じ、 外部有識者等から 意見を聴く。 

鼓甘 



( 別紙工 4) 

帝系 ざ 主音 桂果の ヨき 有努 。 二つ ，、 て 

    総括 課 とは 

文書管理規程上、 総括 課 として位置付けられるのは、 「 局 」及び「部」の 筆頭 課 

並びに政策統括官の 下に置かれる 参事官のうちの 工人。 

米 栂厚生省文書笥 理 規程 に おいては，書記室機能を 拝っている / 届 / の 筆頭謀と官房 仁 置かれ n 堵 

Ⅰ 部 / の 筆頭 井 のみを ん 総括 井 / として位置付 ヶ 7rL, をが．厚生労働省 ズ 妻帯 理 規程に お i,@ てぽ ，「 局ノ 
仁 置かれるⅠ部 / の 筆頭髪るん総括 諾ノ として位置付 ケ ，以 アの 業務ま行うこととし n 喝 。 

2. 業務 

① 文書の受領及び 配布 
(1) 大臣官房総務課情報公開文書室公文 班 より当該部局に 係る文書を受領す 

る。 その際、 大臣等あ ての文書については、 公文理に備え 付けられた「 省 収 

受文書台帳 」に押印等を 行 う 。 

拷 居に 貫か カる邦 仁 フい丁は ． L- 力支で公文班から ズ 婁の革須を直接行っていなかったこと 等 

に かん 力礒 ．ごカ ガ 。 らるそ力 ぞ 力の局の総括 井に おいて 局 及 び邦 仁係る ズ婁 芳一接して 受荻 

し ．その後， 却仁 係る文書 乙局 の 搬 若井 ガ 巧都の 糸 若井 へ 渡井。 _ ととする。 

(2)  大臣等あ ての文書で当該部局に 係るものは、 「配布文書台帳 」に必要事項 

を 記載し、 当該文書の主管 課へ 配布する。 その際、 受領者から「配布文書台 

帳 」 へ 押印等を受ける。 

(3) 部局長等あ ての文書については、 開封後、 当該文書に「部局等収受 印 」 を 

押し、 「部局収受文書台帳 」に必要事項を 記載し、 当該文書の主管 課へ 配布 

する。 その際、 受領者から「部局収受文書台帳 」 へ 押印等を受ける。 

弾 1 「部局等化 受仰ノとぽ ． 吹孝貨 皆のための毛ので． こ 力まで は 部局 仁よ好テ って t 堵 とごろと 

行 っ れ，な t. とごろ 力琳 るが．今後、 文書笥 理 の 観 ，占力 ち 統一しむテラことと テる 。 具体的 に 

ぽ ，日付． ズ害 番号等を当該文事仁君 スし 、 台櫨と 開運 茗 持たせ．一休的な 管理を行うこと 

と 尹る 。 

賭 2  / 部局 吹受ズ % 台 度 / とぽ ． 侶 厚生省での / 配布文書今度 ノ のこと。 こ 力まで 侶 厚生省 に お 

いて ぽ ． ズ 五等あ ての文書で当該部局 仁 係るるのと部局長等あ ての文書をⅠ配布文書 台 

庇ノ に一緒 仁 記載してきたが ，文書笥 理 のあ ， 点力 、 る ．名ぁ てス仁よソ 区別するごととする。 

(4) 課長等あ ての文書については、 当該文書の主管 課へ 配布する。 

② 文書番号等の 管理 

(1)  部局長等の名で 施行する際の 文書番号を管理する。 

(2)  部局長等の名で 施行する文書について 決裁を終えた 場合は 、 ・その起案用紙 

に 部局等発議印を 押し、 部局発議文書台帳 に必要事項を 記載する。 

好 7 / 部局等発議 絶 た ぽ 、 侶 反生省でる 庸スし rL チズ富 番号のこと。 こ 力まで． / 枚 ノの 字を付 

釜 ㍉ 



して施行方 る 文書が見受吐ら 力 るが，今後 は，ん吹ノの 字は 収受した ズ 事を貨理するを め 店付 

することとするため．施行方 る 文書に は，デべ て / 溌 / の 字を付するごとと チる 。 

拷 2  Ⅰ部局発議 ズ 富倉 屹 / とぽ ， 侶 厚生省での / 部局文事番号台帳 / のこと。 

(3)  部局長等の名で 施行する文書について 決裁を終え、 当該文書に公印を 押し 

たときは、 公印管理担当者が 起案用紙の公印の 欄に、 年月日を記載し、 押印 

等を行 う 。 

じ主 )  この業務の対象となるのは 公文書等のみで、 私信等は部局等収受印の 押印及 

び部局収受文書台帳 への記載をせずに 名 あ て人へ配布する。 

8 色 



( 男 lJ 紙工 5  ) 

諜の業務について 

「． 青男 農 とは 

文書管理規定上「 課 」 として位置付けられるのは、 厚生労働省組織令の 規定によ 

り置かれる 「 課 」及び「 室 」、 「厚生労働省文書管理規程第 2 条第 2 項に規定する 

厚生労働省組織規則の 規定により本省に 置かれる室であ って大臣官房総務課長が 定 

めるものについて」 ( 平成 1 3 年 1 同 1 2 日付け終発第 8 号大臣官房総務課長通知 ) 

により定められる「 室 」並びに政策統括官の 下に置かれる 参事官及び政策評価 官 。 

2. 課の業務 ( 官房課を除く。 ) 

① 文書の受領 
(1) 総括 課 より当該 課 に係る文書を 受領し、 担当者へ配布する。 その際、 大臣 

等 あ ての文書については「配布文書台帳 」に、 部局長等あ ての文書について 

は「部局収受文書台帳 」に押印等を 行 う 。 

(2) 課長等あ ての文書については、 開封後、 当該文書に「 課 収受 印 」を押し、 

「 課 収受文書台帳 」 へ 必要事項を記載する。 

斑 7 / 僻吹 麦切 / とぽ ， 吹昏 管理のためのもので．ごカまで は井仁よ力テ って i,6 ところと行って 

いないところ 力勒 るが、 今後， ズ 書笥 理 の 銃 片から統一して 行うごととする。 具体的 には ．日 
付。 文書番号等ま 当該文事に庸ス し ．吉雄と 度 適才 拝 をぜ，一体的な 筆 埋ま 行 うこととす 
る。 

釆ク Ⅰ 井吹 重文書 台 約と ぽ ， 侶 厚生省での / 到達文書台帳 ノ のごと。 

② 文書番号等の 管理 
は )  課長等の名で 施行する際の 文書番号を管理する。 

(2)  課長等の名で 施行する文書について 決裁を終えた 場合は、 その起案用紙に 

課発議印を押し、 誤発議文書台帳 に必要事項を 記載する。 

基ァ r 譚 発議 印ノとぽ ， 侶 反生省でる庸ス し 了いた文書番号のこと。 こ 力まで．Ⅰ 吹 / の 字を付し 

て施行テ る 文書が児童 ヶら力 るが、 今後 は ．Ⅰ 吹ノの字は 収受した文書を 管理するために 付 

することとするを め ．施行する ズ 孝仁 は ．すべて「 溌 / の 字を付することとする。 

賭 2 「 井 発議文書今度せ ぽ ． 侶 厚生省での / 才ズ 書音写 台庇ノ のごと。 

(3)  課長等の名で 施行する文書について 決裁を終え、 当該文書に公印を 押した 

ときは、 公印管理担当者が 起案用紙の公印の 欄に、 年月日を記載し、 押印等 を 才子 ワ @ 

  発
 

え
 

終
 

を
 

裁
 

決
 

て
 

 
 

つ
 

こ
 

 
 重

典
 

文
 

る
 

す
 

施
 
ォ
子
 

で
 

榊
は
 

名
 

ぬ
靭
 

の
 

等
 

長
 

び
課
 

及
 

等
 

長
 

局
 

部
 

送
等
 

秀
臣
 

の
大
 

串
 
三
目
 

文
い
 

③
 （
 



送を要する場合は、 発送文書台帳 に必要事項を 記載し、 発送文書台帳 を添え 

て公文 班へ 送付する。 

胱 ごの取扱い ぽ侶 厚生省での取扱いと 異なるところ ぽなム ， 力 ，，発送 ズ婁台度 に必要な事垣を 
記載し． ご 力を孫 才て 公文 班へ 送付 尹 るの ぽ 、 決裁 オ 終 え 、 公印を押して「省略する 場合 宅 含 
む。 ノ 発送する 公ズ 事事のみであ る。 こ 力まで．そうでな 4 ㎏のまでこのような 攻 扱いをし r@ 堵 
場合が児 受ヶら力 るので 左 ，言のごと。 

(2) 発送を終えた 場合は公文理において 発送文書台帳 に検印して返送するの 
で、 当該発送文書台帳 を受け取る。 

3. 官房課の業務 

「総括課の業務について」の 2. ① (1) 及び (3) ( 部局収受文書台帳 に係るもの 

を除く。 ) 並びに 2. ② ( 部局発議文書台帳 に係るものを 除く。 ) 並びに上記 2 。 

③を準用する。 
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